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平成２９年第３回（３月）定例会 一般質問通告表（３月１４日）

順 質 問 事 項 質 問 者

１ 政治姿勢について

 所信表明で第一に取上げた行政改革は、平成29年度施政方針では重点項目

にもないが、方針転換になった理由は

 県下で有効求人倍率が1.0以下なのは佐渡市だけだが、経済対策の必要性

について

 庁舎建設を断念し、現庁舎の耐用年数を30年後と決定しながら、調査をす

るということは論理矛盾であるが、どういうことか

９  佐渡市の将来に重大な施策である佐渡金銀山の世界遺産問題や佐渡空港拡 猪 股 文 彦

張計画が重要項目に入っていないのは、どういうことか。ガイダンス施設だ

け力点を置くのは本末転倒ではないか

２ 教育の低下について

 全国学力調査において、佐渡市の学力低下が問題になっているが、その実

状と対策について

 「ゆとり教育」の間違いと複式学級に主な原因があり、その流れが続いて

いるのではないか

１ 両津支所・公民館・図書館整備計画と両津文化会館について

 佐渡の表玄関に相応しい防災機能が充実した施設にすべきだが、公民館に

は調理実習室を設けず、あいぽーと佐渡を使えとの説明だ。図書館も含め、

住民の声を取入れた施設になると考えているか

 周辺エリアも含めたあいぽーと佐渡のコンセプトをしっかり考え、内部で

整理し、示すべきではないか

 両津文化会館は両津地区には必要な施設であり、存続させ耐震補強または

新築すべきだが、どのように考えているか

２ 医療・福祉の充実について

10  医師・看護職員確保の対応策についてどのように考えているか 中 村 良 夫

 へき地診療、巡回診療などで先頭に立つべきだが、どのように考えている

か

 健康診査・特定健診の実施会場の拡充を行うべきだが、どのように考えて

いるか

 妊産婦医療費助成制度を創設すべきだが、どのように考えているか

３ 子育て支援の充実について

 就学援助の充実について

① 小中学校への入学時に支給される入学準備金を入学前の３月に前倒しし

て支給すべきだが、どのように考えているか
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順 質 問 事 項 質 問 者

② 新入学児童生徒の入学準備費用に対する国の補助単価が約２倍に引上げ

られるが、市も対応すべきではないか

 学校給食の無償化について

学校給食を無償化する自治体が急速に増えている。地域社会全体で子育て

を支える観点、あるいは地産地消促進や若者の定住効果も期待できることか

ら、学校給食を無料にすることを求める
10 中 村 良 夫

 給付型奨学金制度創設について

市独自に返済不要な給付型奨学金制度を創設し、さらに県や国に対し制度

の創設を強く求めるべきだ

４ 地域経済の活性化について

公民館分館施設等整備支援事業は使い勝手がいい事業にすべきだが、どのよ

うに考えているか

１ 人を大切にする佐渡、人が育つ佐渡にするために

 佐渡市教育振興基本計画が大事にしていることは何か。一人ひとりの自己

実現を大切にした計画になっているのか

いじめの深刻化、不登校の増加、特別支援を必要とする子どもが増えてい

る現状にどのように応えていくのか

 子ども若者課が新設されるが、子育て支援は子どもを中心に、現場、家庭、

地域を対象にした政策づくりを求める

① 新たな金井統合保育園の保育や交通安全などの課題解決について

② 二人目の保育料無料を全ての子どもを対象にすべきではないか

③ 子育ての中心を担う親の悩みに応えるプログラムの充実を求める

 障がいのある市民の自己実現、居場所づくり、活躍できる場や就労しやす
11 荒 井 眞 理

い佐渡づくりを求める

 社会教育、生涯学習の計画を市民のニーズに応えて更に企画する必要があ

るのではないか

 多発する職員の不祥事をなくすための職員研修や人材育成をどのようにす

るのか

２ 佐渡市が市民の信頼を回復するために

 公人が複数関わりながら、市民の税金が原資である補助金が約束通りに使

われなかった（株）佐渡しままーとの件について

① （株）佐渡しままーとの受けた補助金300万円などの道義的責任はいつ

決着をつけるのか

② （株）両津ＴＭＯの建物の売却はどのようになったか
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順 質 問 事 項 質 問 者

 ビッグフィッシャー事件となった離島流通効率化事業の個別外部監査報告

を受けて、関係者の処分をすべきではないのか

 銀鮭養殖モデル事業の随時監査結果を受け、今後どのように対処するのか
11 荒 井 眞 理
３ 持続可能な佐渡の環境を守るため

 酸性雨による土壌や第一次産業への影響をどこまで確認しているか

 柏崎刈羽原発の万が一の事故に対する避難計画は確立しているのか

１ 経済対策について

 佐渡市の最大の問題は経済の縮小だと捉えている。新年度予算に経済浮揚

策と三浦市長が目指す佐渡の将来像がどのように反映されているのか

 平成28年度の佐渡経済の業況判断（好転の割合から悪化の割合を引いた数

字）をどのように捉えているか

① 平成16年度以後、年度別に比べた商業・建設業・サービス業といった業

種別の業況判断を報告願いたい

② ７款商工費に分類される事業所の数と雇用人数及び固定資産税を含む税

負担額

２ 観光について

 平成16、17年度と平成27、28年度における観光客のうち、宿泊人数と一人

あたりの支出額及び日帰り客の人数と一人あたりの支出額並びに平均支出額

 観光関連の収入総額、雇用人数と島内経済への波及効果をどのように捉え

ているか
12 祝 優 雄
３ 農業について

 ６款農林水産業費に分類される農業・漁業の専業者数と雇用数と税収

 農家の平均耕作面積及び総販売額と島内経済への波及効果

４ 市民一人が年間市内で消費する金額

５ 子育て支援策について

 子育て支援策を実施するにあたり、具体的にどのような成果を求めている

のか

 子ども医療費、保育園や幼稚園児への支援と援助、児童生徒の給食費とい

った学童支援・奨学支援を含む支援策についての市長の基本姿勢と新年度予

算との関係について説明を求める

６ 行政組織と運営について

 行政組織、支所機能を充実させると聞くが具体的に何がどのように変わり、

どのような成果を求めているのか。市民はどのように喜べることになるのか

 支所機能の充実は新年度予算にどのように反映されているのか
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順 質 問 事 項 質 問 者

７ 有人国境離島特別措置法について

法律の施行にあたり、この法律の根幹と方向性についてどのように捉え、法
12 祝 優 雄

律を生かし、佐渡市としてどのような取組みをしていくのか説明を求める

８ 市長の政治姿勢について
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午前１０時００分 開議

〇議長（岩﨑隆寿君） おはようございます。ただいまの出席議員数は21名であります。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

日程第１ 一般質問

〇議長（岩﨑隆寿君） 日程第１、一般質問を行います。

質問並びに答弁は簡潔に行うようお願いいたします。

猪股文彦君の一般質問を許します。

猪股文彦君。

〔17番 猪股文彦君登壇〕

〇17番（猪股文彦君） 私は、３月定例会に当たり、三浦市長の施政方針を中心に政治姿勢について質問い

たします。的確な答弁を期待するものであります。

この１年、政治主導者がかわると、大きく世の中に変化が起きることは国の内外を問わず、国民、市民

が強く感じたことであります。

一方、北朝鮮のような独裁国家は、平気で敵対する者を処刑するという日本では考えられない状況を呈

しているのも、また現実であります。まるで古い世界史の出来事のようであります。

私は、世界の多くの国の政治は、税収を踏まえて国民の安全を守り、民生の安定に汗を流すことが求め

られているものと思います。つまり国も地方自治も費用対効果を前提に、国民、住民の繁栄に努めなけれ

ば成り立たないわけであります。

ところが、民主主義の唯一の脆弱なところは大衆迎合に陥ることであります。佐渡市においても合併以

来、次から次へとさまざまな要望が出てきており、合併の目的を忘れた政策も数多くありました。それは

将来世代に対して大きな負担になるものも多くあります。つまり人口は毎年1,000人ずつ減少し、限界集

落がふえ続けることを無視しているからであります。今の若い人が10年、20年後も安心して暮らせる佐渡

市の構築を考えるのが私たちの本当の責任だと考えます。そのことを前提に質問いたします。

まず、三浦市長の政治姿勢を中心にお伺いいたします。市長は昨年、就任早々に所信を表明されました。

そして、イの一番に行政改革の推進を取り上げ、市民目線に立った行政運営を強調したわけであります。

それは５項目にわたったものでしたが、いずれにしてもコスト削減を前提としたものであったと思います。

そのことは、市庁舎建設の取りやめ、副市長２人制、課長制から部長制への移行で行政改革が一応終わっ

たと考えているのか。平成29年度の施政方針には、重点項目に取り上げていないことが気になりますが、

所信表明から現在、そして今後の取り組みについてお尋ねいたします。

また、市長は職員の不祥事が相次いでいることに対して、コンプライアンスの意識を徹底させると述べ

ていますが、これは三浦市長だけの問題ではなく、歴代市長から数え切れないほど続いている事件であり

ます。それは単にコンプライアンスだけの問題でなく、職員の健康管理や上司の職員管理から問題がある

と考えるのも一つであります。佐渡市が公表している職員の療養休暇によりますと、平成27年度には157人

もいるということですが、これは異常な数字と言えます。また、事業の発注も、例えば６月に発注の要件

が整っていても11月になっても発注していなく、集落から確認の催促があって慌てて発注するケースも間
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々見受けられましたが、三浦市長はこの職員の健康管理、上司の職員の事務作業の管理に対して、どのよ

うな対策を考えているかお尋ねいたします。

次に、即効性ある経済対策についてお伺いします。佐渡市は、平成29年度予算で有人国境離島地域保全

特別措置法という長い名前の法律に基づいた交付金制度が創設された事業として13億6,200万円を盛った

ところであります。確かに佐渡汽船の運賃を引き下げるなど経済効果が望めるものであります。しかし、

県下で有効求人倍率が１倍以下なのは佐渡市だけで、即効性ある景気対策が今最も必要だと考えます。昨

日も同僚議員からこの数字を指摘して提起されたことであります。特に零細の小売業、飲食業、土木業な

ど深刻な状況であります。交付金制度の効果は一定の時間がかかるわけですから、それまでの間の景気対

策、経済対策が必要だと考えますが、三浦市長の考えをお聞かせ願います。

次に、佐渡市の将来にとって最大の懸案である佐渡金銀山の世界遺産登録の国内推薦問題と佐渡空港拡

張計画についてお伺いします。まず、世界遺産問題ですが、施政方針では観光地域づくりの一環として三

浦市長は取り上げていますが、国内推薦取りつけが来年度最大の政治課題として捉えるべきだと思います。

少なくてもこの７月の審議会において見送りとなれば、もう私たちの目の黒いうちにユネスコで世界遺産

として認められることは考えられません。それにもかかわらず、ガイダンス施設の建設だけは前に進めよ

うとしていることは本末転倒と言わざるを得ません。まず、全島民の総力を挙げて最後のチャンスに全力

を注ぐのが先だと思います。そして、昨年の結果は前市長の責任ですが、ことしの結果は三浦市長の責任

であります。市長の見解をお聞かせ願います。

次に、佐渡空港拡張計画についてお伺いします。三浦市長は、この問題について全くやる気がありませ

んと施政方針で語っているようにしか聞こえません。代表質問で同僚議員もこのことを厳しく指摘してお

りますが、それも三浦市長は交通ネットワークの項目で、事もあろうに、「なお、県と定期的に協議の場

を設け、折衝を始める予定です」、たった２行のつけ足しでしかありません。これまで10カ市町村時代か

ら50年余りかけて多額の予算も投入し、前市長時代は地権者折衝もあと数人との報告もあり、県知事もか

わり、佐渡市の将来に向けての明るい方向が見えてきたと思っているやさきの三浦市長の政治姿勢には多

くの島民ががっかりしたと思います。三浦市長は、この重要な佐渡空港拡張問題にどのように取り組むの

か、改めて具体的に説明願います。

次に、教育行政についてお尋ねいたします。まず、全国学力・学習状況調査において佐渡市の学力の低

下が市民の間で大きな話題になっていますが、その実情と対策について説明願います。私は、この原因は

平成14年だったと思いますが、ゆとり教育などと文部科学省が言い出したことにあると考えます。両津市

議時代、当時の岩見教育長だったと思いますが、両津市はやめたほうがいいと一般質問したことがありま

すが、忙中閑ありでゆとりを子供たちに与えれば、ゲームに夢中になるだけでよいことは一つもなかった

わけで、今ごろになってそれは間違いでしたという文部科学省の政策は全くちぐはぐなものであります。

また、複式学級も子供の将来の社会性にとっても、できるだけ避ける必要があると考えます。私には複式

学級の経験はありませんが、それも要因の一つかどうか説明願いたいと思います。

以上、１回目の質問を終わります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 猪股文彦君の一般質問に対する答弁を許します。

市長、三浦基裕君。
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〔市長 三浦基裕君登壇〕

〇市長（三浦基裕君） それでは、猪股議員の一般質問にお答えさせていただきます。

まず、行財政改革につきましては、所信表明において縦割り行政からの脱却に向けた組織改革、支所、

行政サービスセンターを拠点とした地域活性化、ガラス張りの行政運営などを示させていただきました。

平成29年度は、施政方針で述べさせていただいたとおり、部制として従来組織を５つのグループにまとめ

るなど、重要テーマや懸案事項にスピーディーに対応する組織改編や支所、行政サービスセンターの地域

拠点化により、市民との情報共有を進め、きめ細やかなサービスと迅速な課題の解決ができる体制を構築

していきたいと考えております。この体制をしっかり実現していくことが重点策であると考えております。

次に、不祥事の再発防止につきましては、風通しのよい職場環境に向け、定期的な係内ミーティングや

管理職員による事業の進捗管理を徹底させます。また、新年度の組織改編においては、係の統合によって

縦割り行政の解消を図ることにより、職員の事務の平準化や弾力的な協力体制ができるものと考えており

ます。

職員の健康管理につきましては、これまで健康診断の実施、予防接種の助成、メンタルヘルス相談室の

開設、産業医との連携などを行っておりますが、本年度からはストレスチェックの実施により、職員自身

のストレスの気づきを促す取り組みを実施しております。業務が多様化かつ複雑化する中で、一部の職員

に負担がかかって業務が滞らないよう、組織として職場環境の向上に努めたいと考えております。

景気対策、経済対策につきましては、今議会に３月補正として１億5,432万5,000円、平成29年度当初予

算として道路橋梁維持補修事業などの普通建設事業に前年度比２億2,200万円を増額計上し、島内の経済

循環の即効性を目指してまいります。また、島内の経済及び雇用の安定を図るため、キャリアアップ助成

事業、観光と他の産業との連携事業などの新規事業や継続事業の住環境整備支援事業や地域の拠点施設等

整備支援事業などの予算編成を行っております。市の物品調達につきましても地元企業優先発注に係る実

施方針の策定に向けて協議、検討を進めているところでございます。いずれにしましても、島内の経済循

環が活性化するよう、今後も検討を続けていきたいと考えております。

次に、佐渡金銀山の世界遺産登録については、ことしこそは国内推薦を是が非でも獲得しなければなり

ません。そのためにも多様な連携の中で情報発信を強化し、佐渡はもちろん、新潟、首都圏での機運を高

めながら、関係者と足並みをそろえて取り組む必要がございます。そのためにも平成29年度は世界遺産登

録に向けた受け入れ態勢の整備を重点事業として、機運の盛り上げや受け入れ態勢の整備について計画的

に取り組んでまいります。

また、佐渡空港の拡張整備につきましては、最終局面での地権者交渉が難航していることから、早期の

実現は困難な状況になっていると言えます。この状況を踏まえ、県知事とは事務レベルで県と市で過去の

経緯、手法などを検証した上での事業化に向けた協議をこの１年かけて行い、一定の方向性を導き出そう

ということを確認しております。

最後に、学力の問題等につきましては、教育委員会のほうから説明させていただきますので、よろしく

お願いいたします。

以上で私からの答弁を終わります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 答弁を許します。
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児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） それでは、私のほうから佐渡市児童生徒の学力についてご説明いたします。

全国学力・学習状況調査の結果では、小学校におきましては全国平均とほぼ同じ水準を確保しておりま

す。継続した課題である思考力をとる問題に関しましても年々よい傾向にあると言えます。

一方、中学校では国語、数学ともに全国平均に達してはおりません。これはここ５年ほど同様の傾向が

続いておりまして、学力が低下しているというよりは、以前からの課題が解決できていないという現状で

あります。これに対しまして、今年度数学を重点強化とし、学力向上プロジェクトに取り組み、教師の授

業力向上を目指してきたことで一定の成果を上げております。

なお、学力分析によりますと、学力の二極化が見られ、その原因は家庭学習習慣が確立されていないこ

とも大きな要因であると考えておりまして、教育振興基本計画の中でも施策として取り組むことを明記い

たしました。

また、佐渡市の複式学級の学力につきましては、複式学級でない学校と同程度かそれ以上の成績を残し

ている学校が多くある現状でございます。

以上でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） まず、行政改革についてお尋ねいたします。

私は、先ほど申しましたように、６月の市長の所信表明というのは一番やりたくないことを取り上げた

えらい市長が出たなという認識でした。というのは、私も若いころ、駆け出しのころ、官邸と行政管理庁

というのが当時ありましたが、兼務しておりまして、そのときに初めて行政改革の必要性について気づい

たわけであります。そこから４人の大臣が担当して、これは大変なことだなと。特に自民党は補助金ばか

りやって、選挙になると、そういうことをばらまいておったのでは、これは国は潰れるなというふうな思

いがあって、当時から行政改革については中曽根行政管理庁長官、土光臨時行政調査会、橋本龍太郎首相

のときの省庁の統合等について、ずっと物を書いたり、あるいは注視したりしておりました。

そこで、今市長はいろいろなプログラムを答弁されましたが、肝心かなめのことをやっていない。それ

は何か。代表質問で同僚議員が指摘しましたように、類似団体で最大の職員を抱えている。市長は、この

施政方針でペーパーレスを盛んに強調していますが、そのことによって職員が何人減らせるのか、このこ

とが重要で、それが費用対効果なのです。市長がやっておるのは悪いことではない、改善です。そこに予

算をかけて改善していく。改革は別です。やっぱり血を流して初めて改革なのです。そこのところがわか

っていないのではないか、そのことを指摘したいのです。市長は、今いろんなことを市民サービスのいい

面も答弁されました。第一、一番必要な職員の削減をどのような形で今後進めていこうとしているのか、

その点についての考えをお聞かせ願います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 職員の削減につきましては、従来からの要員計画からいきますと、平成28年度終了

時点でも従来計画以上の職員の削減が数としては既に達しております。今後につきまして、別途代表質問

等でもいただきましたが、アウトソーシングの問題等々含めて考えた場合に、アウトソーシングをすると
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いうことは、これは職員の削減に対する費用対効果を含めて、どこまでの業務をアウトソーシングするの

かというものであって、単純に職員の数が減らないままアウトソーシングだけをふやすということもこれ

は実際の改革にはなりません。その辺を含めて、アウトソーシング云々等々も含め、職員の削減につきま

しては、当初計画プラスアルファのスピードで人員の削減は現状進んでいると思っております。その一方

で、実際の職員数とは別に、通常にかかるランニングコスト、ペーパーレス等も含めたそこのコスト削減

というのも同時並行で考えていくために、今回いろいろ改善策を示させていただいたということでござい

ます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） 総論としての手順はわかりました。

税務課長、来年度の市税は昨年度に比べてどのくらい減っている、そしてここ10年、どういう傾向にあ

るか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 坂田税務課長。

〇税務課長（坂田和三君） ご説明をいたします。

平成29年度の市税の予算額でございますが、総額で50億9,338万1,000円でございます。前年比で3,021万

6,000円の減ということでございます。10年間の傾向ということになりますと、基本的には税収自体は減

少傾向にあるという状況でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） そういう傾向にあるとすれば、少なくてもこの税収で職員の給与ぐらいは賄ってい

かなければ、交付税頼みのおんぶにだっこでは将来世代にとっては不安でならないと思います。そこで、

これは総務課長に聞いたらいいのかどうなのかわかりませんが、正規職員と臨時職員を含めておよそ幾ら

ぐらいを予定しているか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 渡邉総務課長。

〇総務課長（渡邉裕次君） およそということで申し上げますけれども、平成29年度の新年度予算におきま

して、一般会計、特別会計、企業会計全て含めて人件費といたしましては91億円ぐらいということで計上

しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） 税収の約２倍近い金が人件費に落ちている。そうすると、30年を過ぎてしまうと、

どんどん合併のお土産が減っていくという中で、今までの歴代市長のやり方ではなかなか追いついていけ

ないのではないか、そういう心配があります。つまり人件費に追われて市民サービスが低下していってし

まう。これは現三浦市長だけの問題ではありません。合併した後、お土産がいっぱいいただけるので、ど

んどん、どんどんお土産のことだけ考えて、行政改革を考えていなかった歴代市長の責任でもあります。

そこでお聞きいたしますが、この91億円がどんどん減っていく、来年になると、恐らく税収が50億円を切

る可能性が高い。そうすると、今までのやり方で進めるわけにはいかないと考えます。では、４月１日か
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ら来年度の職員が何人入るのか、そして今年度で何人おやめになるのか、そのことについて数字をちょっ

と示してください。

〇議長（岩﨑隆寿君） 渡邉総務課長。

〇総務課長（渡邉裕次君） ご説明いたします。

本年度をもって退職される方については、定年については22名で確定しておりますが、自己都合による

者もこの後まだ不確定な部分がありますので、見込みとしましては44名前後になろうかと思います。平成

29年度の新採用職員につきましては、25名前後になるという予定でおります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） 半分が入庁される。確かに行政は継続ですから、がくんと年代が減ったりふえたり

するということはよくない、このことはよくわかりますが、もうちょっと三浦市長が行政改革に取り組む

ならば、過去の歴代市長のやり方ではなく、もっと大胆な削減計画、それには私がさっき言ったように、

まず健康管理、千何百人がいるわけですから、１人の保健師をつけて人間ドックを強制的にやらせる、そ

ういうふうなのも一つかと思います。１人保健師をつけたからといったって、佐渡市にとって損はない。

そのぐらいやらないと、157人も療養する、それは長い人もおれば短い人おるかもしらぬけれども、１割

が常に休んでおるなんていう企業は民間ではもたないです。そのことを考えながら、そっちをフォローし

ながら、そして大胆に削減をしていく、こういう体制を三浦市長、あなただからこそできるのだろうと私

は所信表明のときに期待しておったわけです。しかし、職員の削減計画は歴代市長と同じですよと言った

ら、これは余り期待ができない。その辺の方向性、決意をもう一度お述べいただきたい。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 先ほど出た百五十何人という数字の中身につきましては、後で担当課長のほうから

説明させていただきますが、私自身が現状、担当課のほうに指示させていただいているのは、年度年度の

退職者数の数字のぶれがかなりあります。多い年があったり、少ない年が今後も想定されます。ただ、退

職者の多い少ないによって、新規採用の人数の上下幅を余りぶれることをやらないようにしてくれと、あ

くまでも将来的な10年、15年後の職員の世代バランスをしっかり考えていかなければいけないので、少な

くとも向こう５年間のトータルで退職者想定人数を算出したら、それに対してしっかり５年間で何％ずつ

減らしていく中で、年度年度の新規採用者については大きな上下がないような形でならしながらの採用計

画を今後練っていく、その中でしっかり世代バランスをちゃんと将来的に見据えながらの職員の削減計画

につなげようということを今内部で指示しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） 行政改革はこれを最後にしますが、ちょっと嫌なことをお聞きします。

旧市町村時代から、何か知らぬけれども、職員採用については不透明な採用があったというふうに仄聞

しております。三浦市長になってから、職員採用については１次試験、２次試験があったと思うのですが、

その辺について不透明な形の職員採用はなかったと、こう断言してもらいたいのですが、いかがですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。
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〇市長（三浦基裕君） それはしっかりと断言させていただきます。採用の最終内定者、最終面接者の採点

集計等々まで私は一切採用にはかかわらないような形をとらせていただいております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） さすが元スポーツ選手で、私もその面については安心しました。

そこで、次に経済対策についてお聞きします。土木関係について、新年度予算で昨年より増額しました

よということはよくわかりましたけれども、私が即効性のあるものというのは、それも一つの分野であり

ます。ただ、商店街とか飲食店とかというのについては、かつてプレミアム商品券とかそういうふうなも

のでやったことがあるのですが、そのときに恐らく当時の市長の指示が失敗だったと思うのですが、島外

から進出してきた大手の家電とか大手のスーパーマーケットでも使えるようなプレミアム商品券で、地元

の汗をかいて何とかやっているというところになかなかうまみが回っていかなかった。うまみという言葉

はよくないですが、利用者が少なかった、このように思うのですけれども、例えばこの夏に向けて、一方

では国もそうですけれども、非常にいい業界と苦労している業界があるように思うのですけれども、そう

いう商店、飲食店、とりあえず即効性のある、小さな企業が何とかやっていけるというふうなものを６月

補正か何かで考えられないかと、こう思うのですが、いかがですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 渡辺総合政策課長。

〇総合政策課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

経済対策につきましては、先般の臨時議会、今回の先議、また当初予算ということでさまざまな形で予

算を計上させていただいております。その中で、即効性というところでございますが、これにつきまして

は、プレミアム商品券等も前回議論したところではございますが、そこに対する効果を踏まえて検討して

いるところでございます。その中で、本当の意味で必要性を踏まえてもう少し調査をさせていただいて、

その上で検討させていただきたいというふうに今考えているところでございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） これを失敗したのは、早くから言っているのに、お盆前とかそういう市民が買い物

に動くときではなくて、12月とか終わったごろにやって効果が半減したという経緯があります。そこで、

もし今総合政策課長が言うようなことを執行部がお考えでしたら、やっぱりお盆にかけて島内の商店が潤

うように、それが即効性があるので、いろいろ検討したり研究したりした結果、年末になりましたでは、

これは全く意味はないので、そのことについてせっかくそこまで今考えようとしているなら、もうちょっ

とスピードアップした考え方というのはできないのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 渡辺総合政策課長。

〇総合政策課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

経済対策の一つとして、課題と問題等を含めて検討したということでございます。やるやらないにつき

まして、その効果のほども買い物がその場で即効性がなくて、必要なものを買う前だけで消化してしまう

ということで、本当の意味で経済対策という効果も含めてちょっと課題があるというふうに考えておりま

して、その中で検討しておりますので、実際にまた費用対効果、そういうものと、もう一つは国の動き、
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そういうものをあわせて検討していくということが大事かなというふうに今考えておるところでございま

す。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） そんなことだから間に合わないのです。例えば温泉との絡みだって考えられるでし

ょう。温泉に10回行けば１回分やるというふうなチケットを出すというふうなこともある。そういうこと、

いろんなことを絡めて考えれば、いろんなアイデアが出てくる、それも急ぐのです。今の総合政策課長の

言うようなことをいったら、暮れにならないとできないと。９月補正か12月補正にならないと、その見通

しがつかないということなので、その辺は市長、やっぱりやるならやる、やらないならやらない、その決

断は６月議会までに決めなければならぬと思うのですが、今やるという結論をここで求めるわけではない

ですが、結論を出す時期については、６月議会前に出さないと意味がないと思うのですが、そのことにつ

いてお答え願います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） あくまで補正でもしやるにしても、それはもう年度を考えなければいけないので、

それは早目にどうするかは決めなければいけないという部分では議員ご指摘のとおりだと思います。

ただ、即効性のある経済対策がイコールプレミアム商品券なのかどうかというところ、私はプレミアム

商品券の効果について、一部疑問を感じているところもございますので、その辺を含めてどういうものが

一番効果があるのか、どういうやり方がいいのかを含めたところの検討はしっかりさせていただきたいと

いうふうに思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） いや、プレミアム商品券よりベターなものがあれば、それは三浦市長のアイデアで

ぜひやっていただきたい、そういうふうに思います。

そこで、先ほど市の土木関係の予算のことのお話がありました。いいことです。しかし、もっと大きな

のは本当は県なのです。県の事業をもっと早く出してもらえれば、建設業関係も金額は大きいし、効果は

絶大だと思うのですが、いよいよ池町総合政策監は佐渡市をご卒業されるということでありますが、そこ

で私が最後の質問をさせていただきたいと思いますが、最もお金が投入される佐渡市の港湾事業、平成29年

度、まだ県議会が終わっていませんので、細かいことは話せないかもしれませんが、大ざっぱにどのよう

に計画されているか、特に代表質問でも同僚議員から指摘がありました両津港湾が佐渡市にとって最大の

重要な港湾です。365日使うわけですから、冬場が閉鎖されるわけではないですから、その両津港湾に係

る来年度の計画をわかる範囲で具体的に説明願いたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） ご説明いたします。

平成28年３月に両津港、小木港の港湾計画の見直しを佐渡市からの要請で新潟県に行っていただきまし

た。約１年たちましたけれども、事業化についても佐渡市のほうから要望しておりまして、まずは新潟県

から伺っているのは、平成29年度、平成30年度にかけまして小木港の耐震化、それから大型クルーズ船が
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着岸できる岸壁の改良を進めていただけるというふうに聞いております。事業費で約10億円だというふう

に伺っております。

それから、両津港に関しましては、北埠頭の親水緑地化が主に計画されておりますけれども、現在使わ

れている利用者の方々との調整を今急いで進めているということで、そちらの調整が整いましたら、事業

化のほうに進めていくというふうに聞いております。両津港の計画が全て実現されますと、約29億円の事

業費がかかるということで、その事業化を早期に求めているという状況でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） 北五十里から椎泊という集落にかけてが両津港湾であります。そうしますと、両津

港から椎泊にかけて、特に両津湊から河崎にかけて離岸堤その他の要望がたくさん出ていると思いますが、

そのことについて平成29年度はどのように聞いているか、県がまだ決まっておりませんから、なかなか私

も聞きにくいところがありますが、わかる範囲で説明願いたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） ご説明いたします。

両津港の海岸につきましては、地元の要請をきちっと踏まえて速やかに事業化をしていただきたいとい

う話をさせていただいておりますけれども、まだ技術的な検証が十分整っていないので、その検証を急い

で結論を出して、事業化できるかどうか判断するというふうに伺っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） それでは、佐渡金銀山についてお尋ねいたします。

市長は、いろいろ話をしましたけれども、この中で佐渡金銀山、どこにも項目の中に入っていない。観

光の一環として入っているだけで、私が思うこの夏、７月にかけるという思いが見えていないのです。市

長が施政方針で述べたのは、観光地域づくりの推進による交流人口の拡大の中の一部として。しかし、こ

れはほとんどが佐渡金銀山でありますけれども、このことではなくて佐渡金銀山として大項目で取り上げ

るべきだったと私は考えます。しかし、もう施政方針はお述べになったのですから、それはそれでいいで

す。

そこで、７月までのスケジュールは市長の答弁で聞きました。ところが、ガイダンス施設というのにい

やに力が入っているけれども、もしも７月に外されてしまったら、ガイダンス施設の意味はないというよ

り、意味は小さくなるのだろうと思う。そこで、安藤世界遺産推進課長に聞きますが、所管委員会で説明

された、あるいは新聞報道によりますと、この前専門家委員会で了承を得たという新聞報道がありました

けれども、このガイダンス施設の規模というのは昨日午前中の同僚議員の一般質問でありました認識と私

は同じなのです。そうすると、どうしてこう変わったのかという、その政策決定が全く不透明である。あ

なたは、前市長時代、大変汗をかいてあそこに温泉を残すのか、いや、入り口を別にするのかというふう

なことをいろいろな形で行ったり来たりしておったという、私もその説明は聞いております。

そこで聞きたいのは、この程度の規模のガイダンス施設は全国で何カ所ぐらいあるのか。この前田辺市

へ行ったとき、ガイダンス施設はこんな立派なものではなかった。それから、和歌山市へ行ったとき、こ
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れは世界遺産ではないけれども、徳川御三家の紀州のお城を見に行ったときに、その近くにやっぱりガイ

ダンス施設があった。それから、北海道へ行ったときにオホーツク流氷館のところへ行ったときも、それ

はガイダンス施設と流氷のサンプルが一緒にあったのだけれども、それもガイダンス施設というのは小さ

かった。ガイダンス施設にお客さんが長くいることはあり得ないと。やっぱり世界遺産がそこにあれば、

早くそこへ行きたいに決まっている。せいぜい和歌山市も網走市も15分程度のビデオというか、説明があ

る。私は同僚議員と一緒に、あいぽーと佐渡もそういうふうなものを常に流す、15分程度でいいのだと。

それから、あそこが行くときより帰りに寄るというのは、行くときは早く観光地へ行きたいので、そうい

うところへ寄りたくないという観光客の心理がある。そのことを踏まえた計画なのか、その辺の説明願い

ます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 安藤世界遺産推進課長。

〇世界遺産推進課長（安藤信義君） ご説明をいたします。

まず、１点目の国内にガイダンス施設ということですが、現在世界遺産が国内に19カ所ございますけれ

ども、その世界遺産ごとにガイダンス施設というふうに発表しているものが現在14カ所ほどございますが、

実際に例えば知床等々については１つではなくて２つであったり、あるいは富士山であっても山梨県側、

静岡県側というふうに計画されていたりということで、１カ所に１個ということではございません。また、

面積も例えば平泉は展示面積が300平米あるかないかぐらいのところですし、あるいは大きいところでい

うと、本当に1,500平米だとか敷地面積4,000平米だとかというところに総工費で37億円ぐらいかけて建て

ておるところもありますが、本当に全国の中でもいろいろございます。ですので、この規模がガイダンス

施設としてふさわしいというふうなことではないのだろうということだと思います。

今ガイダンス施設につきましては、やはり議員おっしゃったように、私どもは７つの構成資産を、本物

を見ていただきたいということなのですが、平成19年に登録された石見銀山のときに、ユネスコのほうか

ら、あそこも鉱山ですが、一応鉱山というのはなかなかぱっと見ではその価値がわかりにくいということ

が大前提にあります。そのために、今回佐渡市側のものにつきましても佐渡の価値というのは何だろうと

いう部分をガイダンス施設のほうでまずごらんいただいて、そこから７つの構成資産にそれぞれ足を運ん

でいただくということになります。そのために、固定な展示であるとか、映像ですとかそういったものを

使って佐渡の金銀山の価値を見ていただくということを今回の基本設計の中でもコンセプトとして仕上げ

てもらっております。もう少しででき上がると思いますけれども、そういったものをつくりながら、まず

佐渡金銀山を見ていただくということになります。施設規模につきましては、昨年の７月あるいは連合審

査のときにもお示ししたように、約1,000平米という面積で考えています。

以上です。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） 私、若いときは世界遺産なんていうことは全然頭になかったので、このことが十数

年前から佐渡金銀山が世界遺産になる、世界遺産というのはどんなものだろうなというふうな思いでした

けれども、結果として結構世界遺産のところを回っていったのですが、そこで観光客として世界遺産を回

るときに、ガイダンス施設よりも、そこへじかに行ってどういうことをするか、あるいは言葉が通じなけ
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れば、どんな方法で自分が１人で行くかということを常に考えておるので、これはガイダンス施設の規模

ありきのようなことしか見えません。そこで市長、私はガイダンス施設をつくることに反対ではありませ

んし、つくることはいい。ただ、この７月に万が一外された場合のことも考えて、来年度予算に設計費が

のっておりますが、７月を待ってから発注したほうがいい、これはそれによって規模を考えるべきだと思

うのですが、市長はどう考えますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 予算組みの問題ですが、基本的に文化庁から国内推薦を含め、ユネスコ登録、世界

遺産登録へ向けてのガイダンス施設の設置というものは一つの条件にもつけられております。今年度、７

月の結果はともかく、規模の大小ではなく、ガイダンス施設の設置というものはしっかり対応していかな

ければ、世界遺産登録の運動にもつながりませんので、そこについては基本的に７月の国内推薦の結果の

有無にかかわらず、進めさせていただきたいと考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） いや、私は考え方が違うので、それはガイダンス施設をやるのはいい。それから、

一応推薦を受けることになったとすれば、その規模は市長の考え方によってやればいいと思うけれども、

先ほど壇上で質問いたしましたように、この機を逃すと、ちょっと私たち、目の黒いうちには来ないとな

れば、ただつくってしまえば、あいぽーと佐渡と同じ失敗が起こるのではないか。それよりも、もっとイ

ンバウンドの人たちも含めて、説明がきちんとできる、あるいは世界遺産そのものを保存することに今後

相当金が要ると思うのです。私もおととしの２月か、フランスのモンサンミッシェルへ行った。あそこも

ずっと工事をしているらしいのです。下のほう、海からの波が来るので、そこもやっている。それから、

天井へ上がっていくと、そこも保存するために補修をしている。私は余り英語はできないのですが、ガイ

ドした女の子にすると、やっぱり毎年やっていると。そういうことになると、私は今の佐渡金銀山の補修

というか、保全というか、それにどれだけ年数がかかるかという見通しは聞いてはおりませんけれども、

それも踏まえてやらないと、どこかでつまずいてしまう。お客は来ない、空っぽだ、あいぽーと佐渡と同

じだという悲劇に見舞われたときには、これは三浦市長の全責任になると思いますので、今市長はやると

いうのだから、それは市長の考えですが、私は少なくても一、二カ月待てば結果が出る。出た段階で、弾

力的な考え方で設計に出すことができるというふうに考えますので、そのことを強く指摘しておきます。

次に、佐渡空港問題です。私が言いましたように、同僚議員も代表質問で厳しい指摘をしておりました

が、私もびっくりしたのです。「なお何とか」と。佐渡空港はなお以下２行で片づけられる問題ではない

でしょうと。ただ、市長の意思がそうであるとすれば、2,000メートルではなくて、新しい形を考えてい

るのかなと、それとも諦めたのかなと、こう施政方針を聞いておりました。そこで再度お尋ねいたします

が、諦めたのではなくて、いろんな選択肢を考えていると、こう理解していいですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 諦めているということはございません。あくまでも今回の施政方針演説は平成29年

度内に実際に行うものを中心に述べさせていただいたわけでございまして、先日も県知事ともお話しさせ

ていただきました。現状の2,000メートル空港化については、地権者交渉の部分がなかなか進まない、す
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ぐ解決できる状況にないという実態がございます。その一方で、新潟・佐渡間の小さい飛行機ではござい

ますが、定期便の再開に向けては早期に再開実現を目指して、県も一緒にそこを目指して頑張ろうという

お話もいただいております。

あと2,000メートル化につきましては、データ等も古い調査のまま、その後のデータ調査ができており

ませんので、その辺の新たなデータ調査、乗り入れ、航空会社の条件等、どのぐらいの乗客率等の確保が

必要なのか等も含めたところをもう一回県とともに実務レベルで検討しながら、詰めていきたいというこ

とを話し合っておるところでございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） 佐渡・新潟間は目的ではないのです。髙野市長時代に、2,000メートルをやるため

には新中央航空だったですか、とにかく新潟・佐渡間を飛ばしておらないと、2,000メートルにつながら

ないぞということで、赤字覚悟で県と佐渡市がお金を出し合ってフォローしていくというふうにつながっ

たと私は記憶しておるのですけれども、これは新潟・佐渡間が目的ではなくて、2,000メートル空港ある

いは新しくどういうことを目指しているかわかりませんけれども、要するに関西、東京に直行便が飛ぶと

いうことを前提に、そのことに向かって進めるための佐渡・新潟空路のフライトなので、そのことについ

ては認識しているかどうか、ご答弁願います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） それについては、議員ご指摘のとおり、佐渡・新潟間というものも飛んでいない、

空港に一つも定期便が就航していない状況ではその先につながらない、そのためにも再開の必要性がある

というふうには認識しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） そうしますと、具体的なスケジュール、大事なことですからお聞きしますが、今年

度中といっても来年３月、１年あるわけですけれども、事務作業としてどの時点でどの程度というのは２

つあると思うのです。１つは、今市長がお話しになった佐渡・新潟間、それと2,000メートルの方向性、

この２つのことを事務作業させるというのですが、その辺の中間報告というのは６月議会までに出てきま

すか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 現在県知事と話している中身につきましては、４月に実務レベルでどういう形の定

期協議をスタートするかのスケジュール調整をしましょうということで、この年内に一定の方向性を出せ

る形まで持っていきたいというお話をさせていただいておりますので、６月議会の時点で中間報告まで行

くことはかなり厳しいとは思います。４月にスタートして、スケジュールを固めるという形になると考え

ております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） そうしますと、実際に第１段階の佐渡・新潟間というのは、実質的には平成31年度
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以降と、平成30年度にはなかなか難しいという、今の市長の答弁だとスケジュール的には思うのですが、

その辺のスケジュール感はどうなのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 平成30年度になるのか平成31年度になるのか、そこの再開を目指すスケジュール目

標についても今後県と折衝しながら方向性を決めていくことになると思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） やっぱり、なお以下の２行で終わる感覚だなと私は思うのです。やっぱりこれは今

方向性が決まっても、私どもが目の黒いうちには実際には飛ばないだろうと、環境調査とかＰＩとかいろ

いろありますから。そうすると、前市長時代までやってきたことのさまざまな資料が古いということであ

ると。すると、事実上ゼロから出発するのだなと、こういうふうに今の市長の答弁を聞いて思いますが、

もう一度別の角度でお聞きいたしますけれども、そうすると、別の形の直行便も考えているというふうに

聞こえてもいいという理解でいいですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 今の現状の2,000メートル化への計画、それをどのように今後進めていくのか、ど

ういうネック、材料をどのようにして解消していけるのかというところをまず県とは大前提で話し合うつ

もりでございまして、最初から別の考え方という協議にはならないと考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） 言語明瞭、意味不明瞭という感じがします。どっち向いているのかちょっとわかり

にくい。私は、知事と膝詰め談判するならば、もっと早い段階で方向性を決めて、よし、市民の皆さん、

こういう方向で行くぞというふうなものを早く示してもらわないと、これはただずっと塩漬けされていく

のだなと。とりあえずは佐渡・新潟間だけの飛行機は災害時あるいは船の欠航のとき飛ばすことについて

は重要ですから、それだけに終始するのではないかという感じを受けてなりません。いずれにしても、６

月議会には中間報告ができる段階までいかなくても、一方の佐渡・新潟空路はどうなるのか、あるいは

2,000メートル級は事務段階でどうなっているのか、この報告は議員全員協議会なりにわかる範囲で説明

していただきたいと思うのですが、いかがですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） ４月になって、スケジュール調整も含めてスタートする予定でございますので、６

月時点でそこまでの進捗度合いについて、ある程度そこまでに動いている部分については報告させていた

だきたいと考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） それでは、教育長にお尋ねします。

この前も議員全員協議会か何かでいろんなメニューがあって、こんなにいっぱい学校の先生がやったら

大変ではないかというふうなことを申し上げたつもりでありますけれども、新しい教育行政方針について、
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昨日も同僚議員から相当厳しい質問がありました。私は教育者ではないのですが、実は一昨日ですか、質

問者からシングルマザーという話がありました。私は、16年間、シングルファーザーなのです。それで、

その前の５年間、妻が入退院繰り返したり、骨髄移植とかなんとかで、そのことを含めると20年以上シン

グルファーザーです。それで、病気が見つかったときは小中高、男３人ですから、ある意味これは大変だ

ったと思うのですけれども、私はどうすることもアイ・キャン・ノットですから、校門から中は先生に任

せる、校門から外は親の責任だということで、「とにかく先生の言うことを聞いてやれ」と、こういうふ

うに言いましたし、中学生になると教師の批判とかするわけで、そしてなかなか言うことも聞かない。だ

から、彼らが中学のときそんなことを言ったら私はこう言ったのです。「高校のときに習った哲学者の歌

を教えるから、口に出さないで歌え」と。デカルト、カント、ショーペンハウエルの歌というのがあるの

です。「先生、先生と威張るな先生。先生、子供のなれの果て。デカンショ、デカンショ」というのです。

だから、「何かあったら、おまえらのなれの果てだと思えば、先生に文句言わんでもいいじゃないか」と、

こういう話をしたのですが、基本的に今学校が間違っているのは子供たちに我慢させるということ、それ

から親が学校の中へしょっちゅう入るということ、これによって先生はなかなか自分の思うどおりの教育

ができないと思うのです。それを直すのが今の教育委員会ではないかと思うのですが、教育長どう考えま

すか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） 議員おっしゃるように、昔は確かに役割分担といいましょうか、そういうのがあ

って、また親の教育ということを子供も理解して、また教師の言うことも、やっぱり教師も尊敬された存

在だったといいましょうか、何か悪いことをすれば先生に怒られる、それは当たり前だろうというような

社会だったと思いますけれども、現在いろんな問題が学校のほうにも持ち込まれているといいましょうか、

学校だけでは解決できない、そういった問題がたくさんあるということであります。ですから、これは親

の責任、これは学校の責任だよというような感じではっきり分けるのではなくて、保護者や、それから地

域社会の力をかりて一緒に子供を育てていくというようなことでないと、今のいろいろな大きな課題は解

決できないものだというふうに私は考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） それが責任のなすり合いなのです。保護者だ、教育委員会だ、学校だと。私はもう

シングルファーザーを終えて子育て終わったからいいですが、自分の経験だけから言うと、男３人の子供

を小中高と、それをやるというのはなかなか片一方で妻が病気だということも含めると、やっぱり学校は

学校の責任を持って、きちんと子供を管理して教育をしてもらう、これが保護者の最大の願いです。それ

を、保護者も一緒になって、だから保護者とよく先生方が酒を飲む機会があるのですが、私は一切出ない。

そういうことをやっているから、ろくなことにはならないなと思う。自分がそのときシングルファーザー

だったから、余計そうかもしれませんが、そういうふうに思いました。ぜひ今教育長のようなことをやれ

ば、またいじめやその他いろいろ出てくると思います。我々のときだっていじめはあったわけですから、

だからそれをどう子供がいじめる側につくのか、いじめる人を説得するのか、あるいはシカトして自分は

そこから離れるのか、それは子供の知恵です。だから、もちろんいじめをしてはならないのだけれども、
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常にいじめというのはあるということを前提にしないと、それで教師がそこに強い指導力を発揮してもら

わないと親は安心できない。だから、教育委員会は今流に考えないで、もうちょっと子供は子供、我慢す

ることは我慢させる、そういうふうな指導をして、親も一定の線から中へ入らないでくれ、責任を持ちま

すと、こうやらなければならないのではないかと思うのですけれども、教育長どうですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） 今のいじめ等の議員ご指摘のことですけれども、社会性が育っていない。昔はう

ちの近くの餓鬼大将といいましょうか、そういったところに集まって、そこの中でいろいろなやりとりの

中で人とのつき合い方とか、そういうものをやっぱり学んでいたと思います。それから、挫折といいまし

ょうか、そういったこともやっぱり今の子供たちは経験不足なのかなというふうに思っています。そうい

うことを子供たちに学ばさせるためには、学校だけではもう追いつかないのです。そういった意味で、地

域、保護者の力もかりてということで、社会総がかりで子供を育てていくというようなことでこれからも

しっかりやっていきたいというふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

猪股文彦君。

〇17番（猪股文彦君） 私と考え方、全く違いますが、それでうまく学校運営と教育委員会がやれればそれ

にこしたことはない。しかし、それは決してうまくいかないと思う。私は、若いときにピンチヒッターで

日本教職員組合の大会に応援に行ったことがある、槙枝委員長のとき。当時は九段会館でやっていた。教

員同士が名札を持っていて殴り合いをやっている。運動方針で１回やったと思ったら、その次は今度は人

事でまた殴り合っている。当時の共産党系と社会党系、社会党系が圧倒的に強いから、別に投票も何もし

ないで槙枝委員長が決まった。ああ、これはこんな先生がおったらろくなことにならぬなと思って、それ

をピンチヒッターでたまたま応援に１回行っただけですが、その後、日本教職員組合の大会は九段会館を

追い出されてあっちこっち漂流していっただろうと思います。そういうことを見ていると、やっぱりきち

んとした教師に親が安心して任せられる、それを教育委員会がコントロールする、教育長がコントロール

する、ぜひそういうふうにしていただきたい。私は、もう終わったからいいのですが、将来のためにはそ

れのほうがいいだろうと思います。

最後に、市長に申し上げますが、代表質問で同僚議員が数々の忠告を散りばめた質問をいたしました。

よくかみしめて市政執行に当たられるよう切に望むものであります。特に代表質問を起こしてみて、いろ

いろなことを散りばめているなと。たまたま偶然に質問の内容が一致したものだから、できるだけ私はそ

れを解説しようと思ったのですが、いろいろ散りばめております。それをあえて私はここで言いませんが、

よく読んでいただいて、この後の市政執行に全力を挙げていただきたい、このことを強く要望して、私の

質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（岩﨑隆寿君） 以上で猪股文彦君の一般質問は終わりました。

ここで、昼食休憩といたします。

午前１１時１２分 休憩

午後 １時３０分 再開
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〇議長（岩﨑隆寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

中村良夫君の一般質問を許します。

中村良夫君。

〔15番 中村良夫君登壇〕

〇15番（中村良夫君） 日本共産党の中村良夫です。一般質問を始めます。

第１の質問は、両津支所、公民館、図書館、複合施設として整備する計画について質問をします。住民

説明会など、住民の声は公民館新設には市長は調理室をつくらない、あいぽーと佐渡を使えと言ったが、

あいぽーと佐渡の調理室は使えない。食事スペースが必要、ホールに出なければならない。食育、親子料

理教室では、子供は調理台が高過ぎて使えない。子供たちに食の大切さを、つくって食べることを教えた

い。あいぽーと佐渡の利用は寂しいものとなっている。中途半端でコンセプト、概念もしっかりしていな

かったなど、住民の声です。公民館活動には、公民館新設に調理実習室は必要です。３回の説明会では、

調理実習室について最初から佐渡市からの説明も平面図もなかったのです。このことは昨年12月議会で佐

渡市も認めています。皆さん、このような住民の声を聞く住民説明会でいいのでしょうか。

次に、図書館新設に対しての住民の声は、図書館を中心にまちづくりを行うべきだ。隠岐の島人口2,000人

では、町を挙げて図書館を中心に学校と一緒にまちづくりをしている。図書館協議会の意見等はどうする

のか。もっと市民に公募する形でやるべき。先進地を視察して夢のあるものに、子供のためにどんな図書

館がよいか計画してほしい。佐渡の表玄関であり、離島の文化発展のため、広げてもらいたい。船待ちの

間に図書館を利用できるように。図書館の目指すべきものを感じられない。図書館を支所と別にして、複

合施設の中の一つの施設でなく独立して建ててほしい、住民の声です。

そこで１点、両津支所、公民館、図書館、複合施設は佐渡の表玄関にふさわしい防災機能が充実した施

設にしていただきたい、これ住民の声です。公民館活動には、公民館新設にどうしても調理実習室は必要

ですので、設置してください、これも住民の声です。図書館を含め、住民説明会などの住民の声を取り入

れた複合施設になると考えているのかどうか。

２点目、両津支所複合施設は、周辺エリアも含めたあいぽーと佐渡のコンセプト、概念をしっかり考え

て、佐渡市内部で整理して示すべきではないか。

３点目、両津文化会館は、両津地区には必要な施設であり、存続させ、耐震補強または両津病院の高台

移転先が両津文化会館の跡地しかない場合、新両津文化会館を建設すべきだが、どのように考えているの

か。

第２の質問は、医療・福祉の充実について。１点目は、新潟県では人口当たり、医学部入学定員数が少

ないこともあって、従来から人口当たり医師数、全国40位以下が続いています。医師の総数は少しずつふ

えてはいても、医療内容が高度になっていることもあって、医師不足は解消できません。看護師も募集に

対して７割程度しか充足できない状況になっています。県では、米山知事のもと、医師、看護職員確保に

向けた新たな取り組みが新設されました。そこで、佐渡市では医師、看護職員確保の対応策についてどの

ように考えているか。

２点目、医療機関であり、地域住民に欠かせない存在として、医療サービスを提供しているへき地診療

所、巡回診療所などに市長として先頭に立ってほしいと、どのように考えているか。
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３点目に、健康診査、特定健診の実施会場の拡充、維持を行うべきだが、どのように考えているか。

４点目、妊産婦医療費助成制度について、お母さんが安心、安全に出産することを願って、妊産婦が支

払う医療費の一部を行政が助成するものです。歯科、内科、眼科、どの科に受診しても助成されます。県

内20市中13市が実施されています。妊産婦医療費助成制度を創設すべきです。どのように考えているか。

第３の質問は、施政方針でも述べられている子育て支援の充実について。１点目は、就学援助の充実に

ついて。①、小中学校への入学時に支給される入学準備金を入学前の３月に前倒しして支給を求めてきま

した。中学校については、入学前の３月に支給される計画で評価をします。引き続き、小学校についても

入学前の３月に支給を求めます。

②、新入学児童生徒に対する入学準備費用の国の補助単価が約２倍に引き上げられるが、佐渡市も対応

すべきではないでしょうか。このことは、日本共産党の田村智子参議院議員が新入生全員が購入するラン

ドセルや制服などの費用と就学援助が大きく乖離していると国会で指摘し、抜本的に引き上げるよう要求

した結果です。

２点目に、学校給食の無償化について。施政方針、教育行政方針にも脱落している。緊急に提案したい

と思います。学校給食を無償化する自治体が全国、急速に広がっています。ふえています。地域社会全体

で子育てを支える観点あるいは地産地消促進や若者の定住効果も期待できることから、学校給食を無料に

することを求めます。

次に、給付型奨学金制度創設について。米山県知事は、2017年度予算案で2018年制度に県版給付型奨学

金を創設するための調査費613万円、基金造成へ５億円を計画しました。国も一部先行して実施し、2018年

度に制度の拡充をすることを決めました。市としても国、県の内容を整理しながら、給付型奨学金制度の

創設を求めます。

最後、第４の質問は、地域経済の活性化について。施政方針では、災害に強い島づくりを示しています。

以前、公民館等改修支援事業について、私どもの提案で３カ年事業として実施され、各地域住民から大変

喜ばれた事業です。その後、復活を提案し続けてきましたが、三浦市長になって今回提案され、評価をす

るものです。そこで、地域の拠点施設等整備支援事業は、工事内容など使い勝手がいい支援事業にすべき

ですが、どのように考えているかお伺いします。

以上で１回目の質問を終わります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 中村良夫君の一般質問に対する答弁を許します。

三浦市長。

〔市長 三浦基裕君登壇〕

〇市長（三浦基裕君） それでは、中村議員の一般質問に対してお答えさせていただきます。

まず、両津支所、両津公民館、両津図書館建設における防災面の対策につきましては、多くの市民の意

見を取り入れ、高い耐震性の確保と津波浸水を想定し、１階を高床構造、２階に受水槽、５階屋上に発電

機を設置することといたしました。また、４階の防災対策室については、通常時は図書閲覧場所やイベン

トスペースで活用しますが、緊急時は防災対策の拠点として使用することとし、防災面に配慮した計画と

なっております。調理室の考え方及び両津文化会館につきましては、後ほど教育委員会のほうから説明し

ていただきます。
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次に、佐渡インフォメーションセンター、いわゆるあいぽーと佐渡は、佐渡観光の情報発信基地として

の機能とみなとオアシス佐渡両津の拠点施設として来島者と地域住民との交流機能もあわせ持つ施設と位

置づけ、今後の活用を進めてまいろうと考えております。

次に、医療を担う人材の確保についてでございます。官民一体となった連携のもと、オール佐渡の体制

でこの確保に取り組む必要があると考えております。また、看護職員の確保につきましては、新設する市

民福祉部全体で医療、介護、福祉総合人材確保対策として一体的に取り組み、支援制度の拡充と新たな制

度を設けてその対策強化を図っていく考えであります。

巡回診療につきましては、公立である両津病院が現在も遠隔地等への診療に対応しており、今後も必要

と考えております。また、佐渡総合病院も実施しておりますので、引き続きその件をお願いしたいと考え

ております。

健診等の会場につきましては、受診者の移動時間に配慮しながら、受診者の安全を第一に考え、検診車

両等の駐車スペースを確保できる会場を選定しております。

妊産婦の医療費助成制度につきましては、妊産婦に直接かかわる在宅の助産師や関係機関と意見交換を

行い、今後必要とされる支援についての検討をしていきたいと考えております。

次に、就学援助等につきましては、教育委員会のほうから説明していただきます。

最後に、地域の拠点施設等整備支援事業補助金に関しては、これも教育委員会のほうから説明いたしま

すので、よろしくお願いいたします。

私からの答弁は以上でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） それでは、私のほうから調理室並びに両津文化会館について、まずご説明いたし

ます。

両津支所、公民館、図書館整備計画につきましては、両津地区全体では３回、公民館利用者には２回、

図書館関係の方々には５回の意見交換会、説明会を開催し、利用者の意見を取り入れた計画となっており

ます。調理室につきましては、更新の時点で機能が重複するものはつくらないという方針であります。両

津地区には、市が所有する新しい施設のあいぽーと佐渡に調理室がございますので、そこを活用していた

だきたいというふうに考えております。

両津文化会館ですが、地域にそれぞれ文化施設があれば理想でありますけれども、両津文化会館につき

ましては、耐用年数となる41年を既に経過し、老朽化して危険であるということから、廃止する予定とし

ております。耐震診断は行っておりませんけれども、耐震診断を行い、改修が必要となった場合には多額

な費用がかかるのではないかと予想されています。また、設備につきましても多額の修繕費が必要となっ

てきております。佐渡市における文化施設といたしましては、合併特例債を活用してアミューズメント佐

渡を大規模改修した上で文化会館の機能を統合していきたいというふうに考えております。両津文化会館

の代替といたしましては、1,000人規模のイベントにつきましてはアミューズメント佐渡を利用していた

だき、中規模、小規模のイベントにつきましては既存の施設を有効活用していただきたいというふうに考

えております。

続いて、子育て支援の充実についてであります。１点目、入学準備金でありますが、入学準備金、新入
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学児童生徒学用品費につきましては、中学校入学時に係る費用を現小学校６年生の対象者に対しまして３

月に前倒しして支給いたします。

なお、小学校入学時の準備金の前倒し支給は予定しておりません。

次に、就学援助制度における援助項目や援助額につきましては、国の要保護者への補助制度を参考に、

各自治体において任意に設定しております。このたび国が要保護者の新入学児童生徒学用品費の単価を２

倍程度に引き上げる予定ではありますが、佐渡市の就学援助費が年々増加しているということから、援助

内容の検証や他市の状況を参考にして対応してまいります。

次に、学校給食の無償化につきましては、これまでもご説明してきたとおり、多額な費用が恒久的に必

要となり、財源の確保に大きな課題があることから、実施は考えておりません。

それから、給付型奨学金制度の創設につきましては、平成29年度から国が先行実施し、新潟県において

も制度設計の検討を進めている段階でありますので、この状況を見きわめる必要があるというふうに考え

ております。

最後に、地域の拠点施設等整備支援事業補助金に関してでありますけれども、防災機能強化の観点から

地域防災計画上の避難所に指定している施設の修繕、改修等に要する経費について補助限度額を100万円

として補助対象経費の４分の３以内の額を補助する計画であります。実施機関につきましては、現在のと

ころ平成28年度の補正予算を含めて平成29年度、平成30年度の３カ年計画で取り組みたいと考えておりま

す。補助対象として考えている内容は、屋根、外壁、各部屋、玄関、階段、廊下、トイレ、電気設備、給

排水設備等の改修等に係る経費であります。

以上でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） それでは、２回目の質問を再度確認しながら進めていきたいと思います。

それでは、三浦市長、両津支所、公民館、図書館整備計画、佐渡の表玄関にふさわしい防災機能が充実

した施設にしていただきたい、どうでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 新しく支所を建て直す部分においては、防災のことを配慮した結果、１階部分を全

てピロティー形式にして、いわゆる支所のスペースを２階、図書館は４階に上げるなど、そういう防災対

応、避難所としての一定の設備を整えるという形をとらせていただいておりますし、４階の図書室の一角

も緊急時には災害対応の対策室ということにすぐ切りかえられるような形で設計させていただいておりま

す。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） そこで市長、公民館施設、公民館活動には調理実習室は必要です。設置してくださ

い、いかがですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 非常に近隣の場所に既にあいぽーと佐渡の調理室が存在しております。まだ新しく
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て、今後も十分長い期間使える施設でございます。それに対して、調理室を使用する関係者の皆様方から

上がってきている要望を踏まえて、新年度の予算の中に調理室の改善、改修の計画も盛り込んでおります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） 三浦市長、公民館の調理実習室とあいぽーと佐渡の調理室はそれぞれ目的が違う。

昨年12月議会でも私質問しました。その目的が違う認識がありますか、どうでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 調理室としての使用目的については、ほとんど共通だと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） あいぽーと佐渡は、行事、イベント用のおもてなしの調理室、だから地域振興課が

担当、公民館は生涯学習活動の目的で社会教育課が担当しているのです。目的と担当課も基本的に違うの

です。それを無理やりに、言葉悪いですけれども、公民館の調理実習室をあいぽーと佐渡へやろうとする。

確認しますけれども、あいぽーと佐渡の調理室を改修すると言いましたけれども、改めて何のためにやる

のか、内容をお伺いします。

〇議長（岩﨑隆寿君） 加藤地域振興課長。

〇地域振興課長（加藤留美子君） ご説明申し上げます。

調理室の改修につきましては、地域活動を行っていただくために地域の方々のご意見をいただいて改修

するものでございます。改修の内容といたしましては、調理台下の扉を片開きから両開きへの改修、試食

用の折り畳みテーブルの設置、電子レンジ台の高さの調節等の電気工事などを行う予定でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） いろいろと改善をする計画だとおっしゃいましたけれども、子供たちが利用すると

きは、調理台が高過ぎて使えない、何とかしてくださいと。調理室自体が狭いのですよ、これ。住民の声

に対応されていないのではないですか。

そこで、社会教育課長を始め、パネルを見てください。見えますか。

〔「見えません」と呼ぶ者あり〕

〇15番（中村良夫君） ごめんなさい。佐渡市の資料に基づいて作成したものです。今回はきれいに書きま

した。現公民館を基本に、調理室面積、今は94平米あると。それに対して、地域振興課の担当のあいぽー

と佐渡の調理室は68平米しかないのです。奥の厨房を入れるともうちょっとある。だからあいぽーと佐渡

は狭いのです。これで一目瞭然でしょう。そこで、社会教育課は公民館新設に調理室建てかえ案、94平米

を考えていました。社会教育課長、そうですよね。お伺いします。ここ三浦市長、大事な点ですよ。

〇議長（岩﨑隆寿君） 越前社会教育課長。

〇社会教育課長（越前範行君） ご説明をいたします。

当初の計画時では、両津公民館に調理実習室があることから、新しい公民館にも設置する方向で検討は

いたしておりました。
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〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） これは私が社会教育課へ行って調べたのです。公民館調理室担当の社会教育課は、

新しい公民館に建てかえ案、当初94平米を計画していました。新穂も同じように、トキのむら元気館では

なくて、新しい公民館に計画をしていたのですよ。公民館の調理室は設置しなければなりません。そこで

三浦市長、社会教育課担当の調理室が今度地域振興課へ移り、あいぽーと佐渡が今後観光拠点として観光

振興課に移るのです。このことで、緊急に住民の皆さんに説明会をやらなければいけないと私は思うので

すけれども、住民説明会、やる気がありますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 公民館の移設建てかえに伴う調理室をあいぽーと佐渡のほうの使用でお願いしたい

という部分については、これまでも社会教育課のほうから地元の健康推進員の人たちへの説明で既に終わ

っていると考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） 今大事な点を私はお話ししたのですけれども、三浦市長の進め方というのですか、

申しわけないけれども、専門用語でしっちゃかめっちゃかというのです。そういうことではないでしょう

か。あるいは、でたらめな行政運営ではないのかなと、私そう思うのです。

これまとめに移りますけれども、三浦市長の公民館活動の調理室についてまとめました。１、必要だと

いう認識はないと、設置してほしいという声も聞かない。２、公民館調理室の目的、あいぽーと佐渡調理

室の目的、どちらも認識がないと。もっと厳しいことを言います。３、あいぽーと佐渡の調理室は不完全

改修だと。狭い、広くする考えもまるっきりなしと。調理台が高くて子供たちも使えないのですよ、これ。

４、住民説明会もやる気がないと、でたらめな行政運営だと言わざるを得ない。あいぽーと佐渡の調理室

改修を行ってからでは私は遅いと思います。新しい公民館施設に生涯学習である調理室を私は設置すべき

だと。新穂も同じです。そして、金井地区の議員も言っていました。使い勝手のいい低料金の調理室にし

てほしいと、調理室を設置すべきです。私、これ強く要望しておきます。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇15番（中村良夫君） 静かにしてください。

三浦市長、健康診査、特定健診、佐渡市の健康づくりのサービスについての認識について、まずどう考

えているのかお伺いします。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） この島の地域的な広大さ等々も含め、各地域の実情に合わせながら、極力きめ細か

に対応していかなければいけないものと考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） そこで、担当は市民生活課長ですよね。この２月下旬に、佐渡市から健康診査等に

ついての通知が来ました。今後の健康診査等について説明を求めますが、いかがでしょうか。
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〇議長（岩﨑隆寿君） 中川市民生活課長。

〇市民生活課長（中川 宏君） ご説明申し上げます。

平成29年度以降の健康診査等の計画ということかと思いますけれども、現在２月半ばから希望調査をと

っております。希望調査の結果をいただいて、新年度に入りますと、各種健康診査等の希望者に対しまし

てご案内をしていく形になります。それから、佐渡市健康づくりサービスという冊子もつくりながら、定

期的なチェックを当然していただくことが必要でありますので、特定健診、それから各種がん検診等を該

当の方にはぜひとも受けていただきたいと思っております。

以上です。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） これ具体的にお話ししますと、例えば胸部レントゲン検診について、平成30年度以

降、実施会場について受診者の状況を踏まえて調整するとは具体的にどういうことですか、お伺いします。

〇議長（岩﨑隆寿君） 中川市民生活課長。

〇市民生活課長（中川 宏君） ご説明申し上げます。

胸部レントゲン検診につきましては、佐渡各地域において特定健診の会場で同時に実施しております。

両津地区につきましては、特定健診会場以外にも各集落等の場所を１日７カ所ぐらい、３日間ぐらいを単

独で実施しております。その単独の実施会場においては、毎年受診者数も少なくなってきておる現状を踏

まえて、まずは検診現場、検診車両が駐車できる安全なスペースが確保できるところ、それから効率を考

えた中では統合できるようなご案内ができないかということで、検診の受診者数の状況によっては、実施

会場をまとめさせていただく可能性もあるということで事前にお知らせをしておるということでございま

す。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） そこで、ちょっと飛ぶのですけれども、環境対策課長、今の胸部レントゲンと比較

するのですけれども、狂犬病予防注射の状況について会場箇所数含めて説明を求めますが、どんなふうに

して地域に入って狂犬病の注射をやられているかお伺いします。

〇議長（岩﨑隆寿君） 鍵谷環境対策課長。

〇環境対策課長（鍵谷繁樹君） ご説明申し上げます。

佐渡市におきましては、４月中旬から５月中旬にかけまして市内の獣医師さんのご協力をいただきまし

て、市内87カ所で予防注射を実施をしております。住所地以外でも受診の受け付けをしておりますし、都

合のよい会場で受けていただくということもできます。また、就業している方もおりますので、そういう

所有者等の対応といたしまして、期間の最終日は日曜日に開催ということにしておりまして、日曜日につ

いては佐渡市役所の本庁を会場として実施をしております。実施の状況によりまして、本年の状況でござ

いますけれども、現在のところ実施率は98.9％ということで、県内でもトップのほうの状況でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。
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〇15番（中村良夫君） 三浦市長、これ１回だけですぱっと理解するのは難しいかもわかりませんけれども、

ざっくり言えば、狂犬病の予防注射会場、地域に入って獣医の先生が市の職員と協力しながら、きめ細か

く実施しているのです。それなのに、例えば胸部レントゲン、今例を出しましたけれども、「受診者の状

況を踏まえて調整させていただきます」と、これ何を言いたいかというと、受診者が少なければ効率的に

やるために箇所数を少なくするのです。これ私前にも取り上げたことがあるのですけれども、各地域に民

間の検診車が来て受診できたのに、受診者が少ないという理由で受診したければ遠くまで来いと、乱暴な

言い方だけれども、来られないのだったら受診するなと、こうは佐渡市は言っていませんけれども、こう

言っているのと同じで、だから佐渡市は受診者の状況を踏まえて調整すると言っているのですけれども、

私、これけしからんと思うのです。狂犬病予防注射はきめ細かくやられているのに、検診会場が少なくな

れば、地域住民は足がないから受診はできません、はっきり言って。安心して対象者が受診できるように、

三浦市長、お願いをしたいのです。いかがですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 当初の答弁でも言わせてもらいましたけれども、胸部レントゲンとかですと、ある

程度の大きさの車両も移動しなければいけません。その辺も含め、地域の状況を鑑みながら、こちらとし

ても常に可能な限りきめ細やかな対応ができるような検討は続けていきたいと考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） この質問を取り上げる前に、民間の検診機関にも調査をしてまいりました。担当は

市民生活課、「佐渡市が今までどおり、あるいはこのようにやってくださいと言っていただければ、その

ようにします」とはっきり答えています。相川地域など私が調べてみますと、ほかの地域もそうなのだけ

れども、会場が減らされているのではないかと。地域住民の意見、要望をしっかり聞いて、対応を求めた

いと思います。三浦市長、よろしくお願いします。

次の質問に行きます。妊産婦医療費助成について。そこで三浦市長、市長の施政方針の中に子育て支援

の充実・支援体制の一元化でも述べられていますけれども、まず妊産婦医療費助成についての三浦市長の

認識についてお伺いします。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 妊産婦の方に係るいろいろな医療費用等々が全て隅々まで支援できるということは

当然理想だと思いますが、トータルの一環した子育ての中でどの部分から手をつけて、どの部分の支援を

優先するかということで考えさせていただきたいと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） 妊産婦医療費助成は、三浦市長の政策に入れなければならないと私は思うのです。

パネルを見ていただきたいと思います。このパネルは、全額助成という新潟県内では手厚い助成内容と

なっている、赤いところを見ていただきたいと思うのですけれども、燕市発行の妊産婦医療費助成状況、

マップです。私考えたのですけれども、医療費の心配なく安心して出産できる島、佐渡と。人口減対策、

定住人口増加と子育て充実をさらに佐渡市も実施方向で踏み出すということで、特別にパネルを拡大して
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つくりました。佐渡テレビを見ている方も注目をしていると思うのです。助成内容によっては色分けしま

した。赤い色が先ほど言った全額助成されているところです。燕市、魚沼市、南魚沼市など20市中13市で

実施されています。佐渡市も含めて白いところはこれから実施するところです。そこで市民生活課長、具

体的に三浦市長の政策として実施するために、ここ二、三年、佐渡市は年間何人ぐらいの方が出産されて

いますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 中川市民生活課長。

〇市民生活課長（中川 宏君） ご説明申し上げます。

佐渡市に住所がある方の出産数でございますが、平成25年度が337人、平成26年度が346人、平成27年度

が382人ということで、３カ年の平均では355人という数字になっております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） 今数を教えてもらったのですけれども、また私の周りにもいらっしゃるのですけれ

ども、佐渡出身者で島外に行って出産時に佐渡で出産される、これいわゆる里帰り出産というのですか、

この出産の方を含めると合計何人ぐらいになりますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 中川市民生活課長。

〇市民生活課長（中川 宏君） ご説明申し上げます。

佐渡では、お産できる施設が佐渡総合病院１カ所となっております。佐渡総合病院での分娩数につきま

して、平成25年度が398人、それから平成26年度397人、平成27年度437人ということで、先ほど言った数

字との差が里帰り出産をした数というふうに認識しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） これ三浦市長の政策に取り上げるチャンスだと私は思うのです。佐渡は、お母さん

が安心、安全に出産することを願って、出産するまでの間、先ほども言いましたけれども、医療費は心配

することはありませんと佐渡市をＰＲすることができると私は思うのです。定住人口の増加にもつながる

と思う。島外からも若い人は安心して佐渡へ来てくださいと、妊産婦医療費助成実施に向けて、ぜひ前向

きに考えていただきたいと思うので、再度答弁をいただきたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 先ほども申し上げましたように、全て網羅して支援できるというのはもちろん理想

でございます。ただ、今回子ども若者課の設置に対して説明させていただきましたように、出産から社会

に旅立つまでを一貫してという中でいいますと、保育料の無償化等の問題、義務教育の学費の問題等々、

全てどの程度の形の支援をできるかというところを含めてトータルで考えなければいけないと思いますの

で、今後少しずつでも幅は広げていきたいとは考えておりますが、その辺は全体の中での一つの要素とし

て考えさせていただきたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） ぜひ全体の中でいい制度なので、早急に補正予算を組んだり、そういうことでやっ
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ていただきたいと思います。

就学援助の充実について。教育長が教育行政方針の中で「就学支援が必要とされる家庭すべてに行き届

くよう努めます」と、こう述べられています。何よりもお子さんを持つ保護者の皆さんが期待を寄せてい

ます。そこで、入学時に支給される入学準備金について、先ほど言いましたけれども、中学生のほうは入

学前の３月に支給されるようになったと、私は非常に評価をします。ご案内のように、経済的に苦しいご

家庭を対象にした就学援助制度のうち、小中学校ですか、入学時にランドセルや制服などを購入するため

の入学準備金が設定されております。

我が日本共産党の中川直美は、昨年の３月議会、一般質問で、中学校進学にかかわる費用を実態調査を

したところ、学生服からワイシャツ、かばん、上履きなど合計で約10万円もかかると。部活を入れるとも

っとかかる。佐渡市に資料を提供し、対応策をただしました。

また、文部科学省が児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給できるよう、十分配慮するよう各

自治体に通知をしました。ご案内のように、教育委員会はそれを理解をしておりますので、そのことから

佐渡市も含めて全国的に前倒しして３月に支給を実施しております。三重県の伊勢市の例ですけれども、

前々年度の世帯所得を基準に対象者を決めているため、入学前の３月に支給することに即対応が可能とな

ったようです。そこで教育長、確認です。単価が上がる政府予算になっていますので、佐渡市も小学校へ

の入学時に支給される入学準備金も入学前の３月支給にするようお願いをしたいのですけれども、再度お

伺いします。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） 今回は中学校に入学するというところを対象に、３月末までに支給というふうに

させていただきました。いろいろな自治体ございまして、小学校入学段階での支給ということも実施して

いるところがありますので、自治体の支給状況といいましょうか、そのあたりもこちらのほうでいろいろ

と調べさせていただき、検討していきたいというふうに考えます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） そこで三浦市長、平成29年度の教育予算ですか、0.7％増ですけれども、教育委員

会、学校、それから社会教育課、努力して頑張っていると私は思うのです。その辺のところを三浦市長、

どう認識されているかどうか率直にお伺いします。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 予算の金額そのものについては、わずかなプラスにとどまっていると思いますが、

少なくとも今度子ども若者課のほうで一元窓口、一貫対応しようということも含めて、これまでと比べま

すと、現状でいえば社会福祉課と教育委員会サイドとの横の連携協議等々も進んでおります。しかし、今

のままで全て十分とは思っておりません。これからもそこを連動させながら、常に情報共有して対応の窓

口は子ども若者課に一元化するということで、一つ一つ積み重ねていきたいというふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） そこで、学校教育課長でなくても結構ですけれども、ことしのぴかぴかの小学校新
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１年生、何人ぐらい入学される見込みですか、お伺いします。

〇議長（岩﨑隆寿君） 吉田学校教育課長。

〇学校教育課長（吉田 泉君） ご説明いたします。

今現在把握している人数は403人でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） 三浦市長、ぴかぴかの１年生が403人、わくわくしませんか。ことしは無理として

も、三浦市長、来年に向けて入学する子供たちに何かサプライズ考えませんか。私も一緒に考えます。私、

考えてきました。これです。三浦市長、タイガーマスク、月光仮面になってください。地元業者さんから

資料をいただいてまいりました。ぴかぴかの小学校１年生になる子供たち全員に三浦市長が、佐渡市がラ

ンドセル、プレゼントしませんか、どうでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 支援の仕方等々もいろんなやり方があると思います。単純に今ランドセルプレゼン

トも一つの案かとは思いますが、例えばおじいちゃん、おばあちゃんからすると、孫のランドセルは自分

で買ってあげたいと思う家族もあるとは思いますし、どういう形が一番将来的に有効なのかを含めて、財

源の問題等々考えながら判断させていただきたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） 三浦市長の任期はあと３年といいますけれども、私は三浦市長の任期は実質２年で

す。代表質問でもありましたけれども、高校生までお金がかからない佐渡にすべきだと。三浦市長、悔い

が残らない任期をぜひ過ごしていただきたいと思うのです。

次へ行きますけれども、公民館等の改修支援事業について。この３月議会、終了しますでしょう。そし

て、この支援事業が補助金の対象工事内容も含めてどのような経過でいくのかどうかお伺いします。

〇議長（岩﨑隆寿君） 越前社会教育課長。

〇社会教育課長（越前範行君） ご説明をいたします。

地域の拠点施設等整備支援事業補助金等の交付の流れということでよろしいでしょうか。３月の下旬に

交付要領を制定したいというふうに考えております。４月から５月にかけまして、市民の皆様への周知を

しまして仮申請の受け付けを行いたいというふうに考えております。６月から仮申請による対象施設の認

定、それから不認定の通知を行って、本申請の受け付けを行うということにさせていただきたいと思いま

す。７月上旬から７月下旬にかけまして現地調査を行うということでございます。そして、７月下旬から

８月中旬にかけまして審査、交付決定ということになります。工事期間につきましては、８月の中旬から

12月末ということを予定しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） 今この支援事業が、市長も言っているのですけれども、災害に強い島づくり、要は

避難所となる公民館等の修繕改修に対する補助と、こういう補助でするのであれば、対象工事の内容の中
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に、これ以前から地域要望があったのですけれども、エアコンの設置、例えばこういうものも補助対象と

なるようにぜひ検討していただきたいのですけれども、どうでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 越前社会教育課長。

〇社会教育課長（越前範行君） ご説明いたします。

エアコンの空調設備につきましては、補助対象になるというふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） ちょっと項目が飛ぶので、まだ時間があるようですので、例の学校給食の無償化、

三浦市長は率直にどのように考え、実施しようとしていますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 現在子供の学校絡みでいいますと、授業料の第２子以降の無償化等と保育料の無償

化等々を行っております。その辺のところを今段階的に１つずつ枠を広げていっている中で、今後、次は

どういうことを考えようかということを常に検討しなければいけないと思いますが、学校給食の全面無償

化については、物すごく財源が必要となります。それで、その財源の額を考えますと、即実現するのはな

かなか難しい状況にあると考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） これちょっと乱暴な言い方しますけれども、市長、この間、実施に向けて１、義務

教育完全無料、それから２、義務教育半額だと、それから３、小中学校入学年度のみ無料だと、それから

４点目に多子世帯への無料など予算額を示して教育委員会と考えてきました。三浦市長は、副市長と３人

で学校給食を試食しておいしかったとおっしゃいました。それで、具体的に実施に向けて示していないわ

けですよ、いまだに。これでちょっと大変失礼ですけれども、例えばこれ食い逃げのようなことではない

でしょうか。だから、次回は学校給食無償化実施案を示していただくことを私強く要望しておきます。

まだ時間あります。両津支所、公民館、図書館整備計画については、極めて重要だと考えます。ただ単

に複合施設を進めるということでなくて、調理実習室を公民館の新設に入れるということは、これ当たり

前なのですよ。今度は図書館に行きましょうか。図書館についてもこれからいろいろ協議したりして決め

るわけでしょう。これから話を進めるのに、私、この整備計画を壊すことではなくて、両津の図書館を先

行発車していくと、これでいいのかどうかなのです。あそこを大体見ると、あいぽーと佐渡の施設があっ

て、やがては警察署が統合になりますでしょう。真野へ行くという計画。佐渡の表玄関をどう描いていく

のかということ、これ大事なことだと思うのです。三浦市長、今の時点で率直にこれらのエリアをどうお

考えになっているのかお伺いします。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 両津地区につきましては、当然表玄関口でございます。そのために港のにぎわいの

取り戻し、これは非常に大事だと思います。そこで、交流人口をふやす、地元民と来訪客の交流の場とし

ての位置づけ等々についても、それを前提としながら、これからもう一回組み立てていかなければいけな

いものと考えております。
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〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） いずれにしても、大事な表玄関であり、施設が計画されているわけですけれども、

先ほども言ったように佐渡の表玄関です。佐渡のコンセプトというのですか、概念、しっかり考える意味

で、市民からの意見を聞く等、そこら辺、三浦市長、先ほどとちょっと重なりますけれども、絶好の機会

をぜひつくっていただきたいと思うのですけれども、どうでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 表玄関の再整備としては、図書館、公民館等々の部分ではなく、トータルのまちの

にぎわいの取り戻しのために、あの地区も含めたそれぞれの事業関係者からの意見等々を踏まえながら、

もう一回再生化を図っていかなければならないと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

中村良夫君。

〇15番（中村良夫君） まとめに移ります。

温泉は廃止ではなく、ワイドブルーあいかわも含めて三浦市長、あなたが任期期間中は赤字覚悟で全て

の温泉残すと、継続しますと、市民の皆様ご協力してくださいと、このようにやればいい。まず先に市民

の声をよく聞いて、市民の声を実現するためにどうするのかということを考えるのが三浦市長の仕事であ

り、責任です。

今、安倍政権のもとで新自由主義的な経済政策が佐渡市、三浦市長にも押しつけられ、地方政治をめぐ

る矛盾がいよいよ深刻になっています。安倍さんの政治はひど過ぎる、もう終わりにしませんか。住民の

福祉と暮らしを破壊して、地域経済の低迷、衰退に拍車をかける政策を進めています。私たち佐渡の周り

に公共施設の統廃合、それから集約化、それから公的サービスの民営化、民間委託を佐渡市に求めていま

す。

私たち日本共産党市議団は、住民の福祉と暮らしを守るという地方自治の原点を取り戻し、住民要求の

実現のため、今後とも住民とともに、そして市民の皆さんと野党ががっちり腕を組んで、佐渡、県、国政

をよくするために頑張る決意を表明し、私の質問を終わります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 以上で中村良夫君の一般質問は終わりました。

ここで、10分間休憩いたします。

午後 ２時３４分 休憩

午後 ２時４４分 再開

〇議長（岩﨑隆寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

荒井眞理さんの一般質問を許します。

荒井眞理さん。

〔７番 荒井眞理君登壇〕

〇７番（荒井眞理君） 無会派の荒井眞理です。一般質問の通告に従って質問いたします。

冒頭に、６年前の3.11、そしてその後の原発事故のことを思いながら、お亡くなりになった方々、また
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残されたご遺族のご多幸、またお慰めをお祈りいたします。

まず、通告１の大きい質問のタイトルは、人を大切する佐渡、人が育つ佐渡にするためにです。（１）、

佐渡市教育振興基本計画が大事にしていることは何か。一人一人の自己実現を大切にした計画になってい

るのか。いじめの深刻化、不登校の増加、特別支援を必要とする子供がふえている現状にどのように応え

ていくのか。佐渡市教育振興基本計画がこのほど示され、パブリックコメントも始まっていますが、計画

の基本理念には「一人一人の自己実現を目指した教育の推進」と掲げられている一方、佐渡市民の現状が

どのようになっているのかを捉えて反映したものとして読み取れませんが、理念どおり、一人一人の自己

実現を大切にした計画になっているのでしょうか。特にこれら人生の自己実現に向かっている子供たちを

取り巻くいじめの深刻化、不登校の増加、特別支援を必要とする子供がふえている現状にどのように応え

ていくものになっているのでしょうか。

（２）、子ども若者課が新設されるが、子育て支援は子供を中心に現場、家庭、地域を対象にした政策

づくりを求めます。

①、新たな金井統合保育園の保育や交通安全などの課題解決について。４月から金井地区の統合保育園

がいよいよスタートしますが、新しい保育体制や交通安全などの課題はありませんか、どのように解決し

ていかれますか。

②、日本は子供の教育費がかかるため、子供を産みたくてもちゅうちょする家族が多い現状があります。

佐渡では、子育て支援に本腰を入れるのであれば、保育園の２人目の保育料無料化を全ての子供を対象に

するべきではないでしょうか。

③、子育ての中心を担う親の悩みに応えるプログラムの充実を求める。少子化が進む現在、子育ては楽

しいけれども、不安と孤独を抱えるものとなっています。こうした子育ての中心を担う親の悩みに応える

プログラムの充実が必要とされていますが、どのような取り組みを進めていますか。

人を大切にする佐渡、人が育つ佐渡にするために、（３）、障害のある市民の自己実現、居場所づくり、

活躍できる場や就労しやすい佐渡づくりを求める。佐渡には、障害のある市民が比較的多いですが、障害

のある当事者のやりたいこと、自己実現ができているでしょうか。また、家庭以外に気軽に出かけていか

れる居場所あるいは持てる力を発揮して活躍できる場や就労の機会を十分に得ているでしょうか、現状を

教えてください。

人を大切にする佐渡、人が育つ佐渡にするために、（４）、まちづくりは人づくりからと言われています

が、佐渡市の社会教育、生涯教育の計画は市民のニーズをつかみ、これらに応えて企画されているでしょ

うか。まちづくりを進めるために市民を育てる機会として、社会教育、生涯教育の場が必要とされている

のではないでしょうか、見解をお聞かせください。

１番の最後、（５）、多発する職員の不祥事をなくすための職員研修や人材育成をどのようにするのか。

今年度は、佐渡市の職員不祥事が最も多発した年度ではないでしょうか。この多発する職員の不祥事をな

くすためには、これまでのやり方だけではなく、新たな職員研修や人材育成をどのようにするのかだと思

いますが、お考えをお聞かせください。

大きい２番目の質問、佐渡市が市民の信頼を回復するために。（１）、公人が複数かかわりながら、市民

の税金が原資である補助金が約束どおりに使われなかった株式会社佐渡しままーとの件について。先日、
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市政会の代表質問にもありましたが、佐渡市の前市長や元市議会議長やその会派の議員といった公人が複

数かかわりながら、市民の税金が原資である補助金が約束どおりに使われなかった株式会社佐渡しままー

との件について、トキの森公園の物産館開業から２年で廃業してしまった株式会社佐渡しままーとの受け

た補助金300万円などの返還の道義的責任はいつ決着をつけるのか。また、株式会社両津ＴＭＯが1,000万

円出した物産館の建物の売却はどうなったのか。

質問（２）、私はビッグフィッシャー事件の複雑な関連事業や流れと問題の深さに対して、個別外部監

査の目的は真相究明し、うみを出すことには不十分であるとして、240万円の議案に１人で反対いたしま

した。このとおり、個別外部監査には限界がありました。しかし、目的が限定的でありながら、一定の成

果があったと評価できるものとも受けとめています。特に明確になったことは、佐渡市はビッグフィッシ

ャー社の補助金横領事件の被害者でありながら、事件につながる不適切な事務処理を重ねていたこと、そ

れを市議会にも隠蔽していたことがわかりました。何よりもこの外部監査の聞き取りに前市長が応じなか

った点は、市民が大いに不満に思い、いまだに何かを隠蔽していると思わざるを得ません。それら根の深

い真実を明らかにし、前市長を含め、厳しく処分を決めるべきだと考えますが、いかがですか。

（３）、佐渡市銀鮭養殖モデル事業の随時監査結果を受け。２月23日で佐渡市銀鮭養殖モデル事業補助

金の随時監査結果が出ました。この結果報告では、問題が多く指摘され、悪質きわまりありません。今後

どのようにこれに対処するつもりでしょうか。

大きい３番目の質問、持続可能な佐渡の環境を守るため。（１）、12月に引き続き、持続可能な佐渡の環

境を守るため、酸性雨の問題を質問いたします。アジアにおける急速な経済発展の結果、待機中の汚染物

質による大気環境は近年さらに悪化してきており、今後40年にわたって、さらに悪化の傾向にあるものと

推測されています。酸性雨による土壌や第１次産業への影響をどこまで確認していますか。

最後の質問です。（２）、持続可能な佐渡の環境を守るため、柏崎刈羽原発の万が一の事故に対する避難

計画は確立しているのかについてお伺いいたします。原発は、停止していても事故の可能性があります。

佐渡市には、原子力災害の避難計画はあるのでしょうか。

以上、演壇からの質問を終わります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 荒井眞理さんの一般質問に対する答弁を許します。

三浦市長。

〔市長 三浦基裕君登壇〕

〇市長（三浦基裕君） それでは、荒井議員の一般質問にお答えさせていただきます。

まず、最初の佐渡市教育振興基本計画の件につきましては、教育委員会のほうから説明いたしますので、

よろしくお願いいたします。

次に、子育て支援施策につきましては、これまで保育料や幼稚園授業料の２人目無料化、子供医療費助

成などいろいろな取り組みを実施しておりますが、取り扱う部署が異なり、市民にわかりにくい部分があ

ったと感じております。そのため、妊娠、出産から就労までの窓口を一本化することを目的として、来年

度から子ども若者課を設置し、子供を中心とした施策の展開に努めてまいります。

なお、金井保育園の保育内容や交通安全対策、子育て施策の現状等につきましては、社会福祉課長のほ

うから説明してもらいますので、よろしくお願いいたします。
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次に、障害のある方が地域において自立した日常生活、または社会生活を営むためには、障害福祉サー

ビスの提供体制の確保とともにこれらのサービスの適切な利用を支える相談支援体制の構築が不可欠と考

えております。この体制を維持、強化するため、平成29年度から佐渡市障害者基幹相談支援センターを社

会福祉課内に設置し、障害の種別や年齢に関係なく、医療、保健、福祉、教育、労働などの総合窓口とし

て多種多様な相談に対応する予定になっております。この佐渡市障害者基幹相談支援センターを中心に、

各相談支援事業所、子ども若者相談センター、保健所、医療機関、教育機関、障がい者就業・生活支援セ

ンター、障害福祉サービス事業所、成年後見センター等の関係機関が連携することで、障害者本人と家族

の地域生活をオール佐渡で支援する体制づくりを進めてまいります。

次に、社会教育、生涯学習に関する計画につきましては、教育委員会のほうから説明していただきます。

次に、公務外における相次ぐ不祥事は、その個人が引き起こした問題ではありますが、職員全体として

捉えることが重要だと考えております。今後も具体的な事例を取り入れたコンプライアンス研修を行い、

公務員としての倫理教育を徹底するとともに、職場内でのコミュニケーションを活発にし、不祥事をしな

い、させない環境づくりに努めていきたいと考えております。職員の非違行為に対する懲戒処分の量定基

準については、国の基準を準用しておりますが、今後その見直しも検討したいと考えております。

次に、株式会社佐渡しままーとの件でございますが、昨年４月に営業を中止した後も会社は存続し、任

意整理を行っているため、起業チャレンジ支援事業補助金返還の督促を続けておるところでございます。

同社に対しましては、破産手続を行い、再度株主に説明するよう、現在要望を続けております。

また、物産館につきましては、株式会社両津ＴＭＯが不動産業者を通じて現在売却を実施しているとこ

ろでございます。

次に、ビッグフィッシャー問題でございます。個別外部監査報告では、事業実施主体選定、見積書のチ

ェック、財産処分、運用などの問題について厳しい指摘がございました。さまざまな問題点はございまし

たが、当時は明確な行為規範がなく、裁量の範囲で事業が執行された部分が非常に多いため、これをもっ

て懲戒処分の対象にできるというものではないと考えております。

また、銀鮭養殖モデル事業につきましては、去る２月23日に随時監査の結果報告が提出され、既に公表

もされたところであります。まずは指摘事項の精査と検証を行い、その結果を地方自治法に基づき、監査

委員の報告、そして公表へと対応していく考えでございます。

また、これも監査委員から意見されていることでございますが、個別外部監査で提言された適正な補助

金交付事務のルールづくりの整理と実行について、その作業を現在進めさせているところでございますが、

この整理とあわせて補助金交付事務全体の適正化を図りたいと考えております。

次に、酸性雨の問題でございますが、国設の酸性雨観測地点である関岬の近年の状況は、年平均値が基

準のｐＨ5.6より低い4.7の酸性を示しているものの、緩やかな上昇傾向にあります。ただ、市内での酸性

雨による土壌や第１次産業への影響は現段階では必ずしも明確となっていない状況でございます。しかし、

一般的に酸性雨による土壌、植生への影響は長い期間を経てあらわれるとも考えられており、今後も継続

して県佐渡地域振興局健康福祉環境部環境センターなど関係機関と連動しながら、酸性雨の状況等を注視

していきたいと考えております。

最後に、原子力発電所の安全対策については、国の指針、県の計画をもとに市町村による原子力安全対
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策に関する研究会において検討されており、佐渡市としても研究会と歩調を合わせながら進めています。

現在この研究会では、30キロ圏内の原子力災害対策重点区域についての実効性のある避難計画について協

議をしております。今後は屋内退避計画地域以遠における対応についても国の検討結果、重点区域の検討

を踏まえて協議を進めていく予定になっております。佐渡市は離島ということもあり、他市町村との連携

も考慮した内容となるよう意見を述べ、この研究会の中において実効性のある検討が行われるよう、今取

り組んでおるところでございます。

私からの答弁は以上でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） 私のほうから、佐渡市教育振興基本計画についてご説明いたします。

佐渡市教育振興基本計画は、佐渡市教育大綱に掲げた理念、方針の実現に向けた教育施策を総合的、計

画的に推進するための指針として策定いたします。したがいまして、本計画が大切にしていることは、教

育大綱に掲げた理念、あすの佐渡をつくる人、世界に羽ばたく人の育成であり、同時に一人一人の自己実

現を目指す計画であります。

いじめや不登校の問題でありますけれども、家庭の教育力、地域の教育力の低下が要因の一つになって

いるという事案もございます。特に家庭の教育力を向上させるためには、保護者の子供へのかかわり方指

導をいろいろな場と機会で行っていかなければならないというふうにも考えております。また、特別な支

援を必要としている子供へは、幼児期からの実態把握と適正な就学が可能となるよう対応してまいります。

そのためにも教育委員会の担当指導主事が幼稚園、保育園、子ども若者相談センター等と連携しながら、

小学校初期段階から適正な就学や学習支援が受けられるよう、必要かつ適切な支援体制の整備に努めてま

いります。

また、義務教育段階では児童生徒の将来設計を見据えた教育を充実させるため、一人一人の個別の指導

計画、個別の教育支援計画の確実な作成を学校現場に指導してまいります。

社会教育に関する計画につきましては、急激に変化する現社会に対しまして、教育委員会としても学校、

公民館、図書館、博物館等、多様な部署が連携し、地域と協働することで相互に課題が共有され、講演会

や公民館の教室等、さまざまな機会を提供しながら迅速な課題解決に対応するよう、努めてまいります。

生涯学習の計画につきましても多様な市民ニーズが反映できるよう、今年度20歳以上80歳未満の市民

2,000人と高校生全員を調査対象といたしました生涯学習に関する意識調査を行っておりますので、次期

計画に生かしていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） それでは、私のほうから保育の内容等についてご説明をさせていただきま

す。

まず、１点目、新たな金井保育園の保育や交通安全対策ということでございますけれども、４月からの

金井保育園の保育等につきましては、統合する３園の保護者の方々を対象に、これまで２回ほど意見交換

会を実施してまいりました。また、今月ですけれども、新年度の入園保護者を対象として説明会を開催す

る予定でございます。その際には、統合後の保育内容、安全面等の説明を行い、ご理解を得ながら進めて
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おるところでございます。

また、課題となっておりました交通安全対策でございますけれども、送迎のルールをお示しをし、保護

者の方々からご協力をいただくこと、また新年度に改めて交通量の調査を実施をしたいと考えております。

その上で課題があれば、対策を検討してまいりたいというふうに考えております。

次に、２人目の保育料無料化を全ての子供にということでございますけれども、現在対象としておりま

す施設は認可保育園のみでございまして、対象外となっておりますのは市内では佐渡総合病院、それから

佐和田病院に併設される保育施設でございます。今回の施策につきましては、子供たちの成長における適

切な保育の提供、それから保護者の経済的負担の軽減を目的としておりますので、来年度以降、前向きに

検討してまいりたいと思っております。

それから、３点目の親支援のプログラムということでございますが、これまでペアレントトレーニング

等、いろいろな取り組みを実施してまいりましたけれども、親子で参加をしながら子育てを楽しむという

ような観点での内容を盛り込むことで、親の居場所、それから子供の居場所をつくる取り組みが必要では

ないかということを感じておりますので、今後はそういった事業も関係部署と協力しながら、積極的に企

画してまいりたいと思っております。

以上です。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ありがとうございます。

まず最初に、教育振興基本計画ですけれども、この質問を一番最初に持ってきたのは、一番大事だと思

ったからです。きのうも同僚議員が質問していましたけれども、この教育振興基本計画は市民の現状をど

う捉えて、それに対して何をしようとしているのか、その流れが全く見えません。特に学校教育の基本方

針は何が書いてありますか。子供たちの現状を捉えているのでしょうか。もう一度ご説明ください。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） 現状をどのように捉えているかということでございますが、基本目標１から６ま

でありますけれども、例えば施策１、学力の問題です。学力につきましては、全国学力・学習状況調査、

それからＮＲＴとか、そのほかいろんなところでの学力の状況を把握し、そして課題はどこかというよう

なところを現状把握しているところであります。

それから、豊かな心等につきましても今のいじめの問題ですとか、それから学校の規範意識が薄くなっ

ていると、学習規律の問題ですとか、そういうところにつきましても現状把握をしております。体力、食

育につきましても、ここにはありませんけれども、いろんなデータを持っておりますので、それらに応じ

た施策ということで考えられたものであります。

以下、それぞれの施策実施に当たっては、現状をきちんと把握し、そしてこのことが必要ということで

上げさせていただいた施策であるということでございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） この辺言葉がややこしくて、基本計画、基本理念、基本方針、基本目標と。今お答
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えいただいたのは基本目標のほうだと思うのですけれども、今お聞きしたのは基本方針です。率直に言い

ますと、私はこの基本方針、ちょっと気に入らないからこう言っているのですが、これは昨年も同じもの

が掲げられていました。そのときに私は同じコメントをしたのです。子供の現場の基本方針であるのに、

子供が中心になっていないと。ここに書いてあるのは「佐渡を知り、愛し、誇りとし、社会的自立を目指

す人づくりの推進」、これ大人だったら別にいいのです。だけれども、子供の教育の現場の中心というの

は何ですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） この計画案の策定の趣旨のところにも述べさせていただきましたが、教育施策の

これからの方向性、指針として、どういうところを目指すかというところについて述べてあるものです。

子供中心ということ、それはわかりますけれども、私たちがどういうことを取り組んでいくのか、そうい

った視点で述べさせていただいている計画であります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） もちろん子供たちが自分の国を愛するとか、そういったことも大事なので、そうい

うことが入っていること自体、間違いではないと思うのです。

ただ、短い文章の中で入れるから限界はあるのかもしれないですけれども、やっぱり学校教育の主人公

は子供であると、こういうトーンがどうしてもここで酌み取ることができないのです。私はやっぱり子供

たちが今必要としているもの、つまりさきに挙げていますけれども、いじめに遭ったり、あるいは自分が

いじめてしまったり、あるいは不登校になっている、学校の勉強についていかれない、そういったような

問題の中で、子供たちは自分の人格というものを形成できないでいる、これ非常に大きな問題だと思うの

です。

この１年間を振り返ってみますけれども、市内のいじめ問題に例えばどのように対応してこられたでし

ょうか。保護者からは教育委員会の対応が遅いと言われているのですけれども、現場との連携体制とかど

うなっていますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） 学校でいじめ事案等が発生したということにつきましては、いじめを認知した段

階で全て教育委員会に報告が届いております。学校側からは、こういう方針でいじめの解消に向けて取り

組んでいるというふうなところで報告を受けております。こじれているといいましょうか、解決が難しい、

そういった事案もございます。そういった事案に対しましては、教育委員会のほうで担当指導主事がその

学校の中に入って、相談に乗ったり、会議の中に入って意見を述べたりというようなことをして、一緒に

なって解決、対応しているということでございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 何にもしていないということはないと思うのですけれども、いじめというのは一刻

も早く解決しないと、結局いじめている子供もやっぱりストレスをためているので、その子はきょうも、

あしたもストレスは続くわけです。いじめられる子もきょうもあすもいじめられてしまう、これは一刻も
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早くとめなければいけない。それに対して、十分に対応ができていないのではないかという声が保護者か

ら上がっていて、自分の子供はもう何日もいじめを受けていると、こんなのおかしいと、こういうのに対

してどう説明されますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） いじめ対応について大事なのは、本当に即時対応ということであります。ですか

ら、学校にもいじめの認知があった場合には、初期での対応というのは一番重大であるからということで、

そのあたりのところはきちんと指導しておるところであります。議員おっしゃるような対応してほしいと

か、そういったようなところもゼロではないかもしれないのですけれども、そういうところはやはり対応

が遅いと、こじれているというようなところがありますので、早く発見して即時対応するということを肝

に銘じて対応するようにということで学校に指導しています。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 先生たちは、とても気にしておられると思うのです。だけれども、ちょっと私は現

場をよくわかりませんが、もしかすると、人手が足りないのかもしれない、その子供に対して必要な手が

打てていないのかもしれない。ここで、どなたがというのはわからないのですけれども、いじめの問題に

対して個別に対策委員会とかを設置して、そこに一つの緊張感、つまりここのクラスで起きていることは

みんなが関心持っているのだよということが何となくわかるように、一つの緊張感というのはわがままを

抑える力にもなる。これはほかの市町村でもやっているのですけれども、何かそういったような対策委員

会を設置して、できるだけ早く子供が安心できる体制をつくるということを検討してはいかがでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） いじめの対策委員会ということでございますが、それぞれ学校でもいじめの対策

委員会というものを持っております。それから、佐渡市ではいじめ対策の委員会というものを持ちまして、

関係機関との連携を図るようなところを中心に協議している委員会、それから重大事案に発展しそうなと

ころに対していろいろと協議を行う委員会もございます。ですので、今ある対策委員会等で的確に対応し

ていきたいというふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） もう既にそういう委員会を設置しておられるということなのですけれども、その委

員会が子供のニーズに合っていないというところがちょっと問題なのかなと。よくわかりませんけれども、

議事録とかとっておられるのであれば、その議事録のチェックとか積極的に教育委員会の中でもやってい

ただきたいと思います。

それから、今度不登校の子供、これがふえているというのはなぜでしょうか。状況改善に十分で、適切

な環境を用意できていますか。こういうことに当たっておられるのはどなたでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） 不登校の児童生徒は、佐渡市はふえているという状況だと認識しております。こ

れは全国的に増加しておりますので、その原因はいろいろあるかと思います。一番大きいのは人間関係能
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力といいましょうか、人とのかかわりでつまずいているというようなものが一番多いのかなというふうに

私自身は考えておるところです。その対応につきましても学校の中でも担任任せにせず、きちんと組織で

対応しておりますし、教育委員会といたしましても適応指導教室、あすなろ教室というところがあります

が、不登校の子供が通ってくる教室であります。それから、訪問相談員というものを設けまして、これは

希望者、うちに訪問してくださいというような方のところに週何回か訪問して、そして登校に向けていろ

いろかかわっていくというようなところで対応しているのが現状でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 不登校の原因は、何らかの障害を持っていると本人もご家族も気がつかないことも

最近はあるということも言われています。ここで提案したいのは、スクールソーシャルワーカー、社会福

祉に明るい方にご家庭がどのように困っているのか、ご本人だけではなくて、ご家族ともそういうちょっ

と福祉の面で話し合いができるような、そういうシステムを他自治体で設置しているところもあるという

ことなので、こういうことも検討されてはいかがでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） そういった福祉の面から支援していくという視点も非常に大事かと考えておりま

す。今後検討してまいりたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 来年度にでもすぐに検討し始めていただきたいと思います。

次に、子ども若者課にかかわることです。金井統合保育園ですけれども、金井統合保育園の募集をかけ

たところ問題が起きたと聞いていますが、どんなことが起きたでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

入園の募集をとりましたところ、当初お申し込みいただきました１歳児が予定よりも超過をしたという

ことが課題として上がりましたけれども、最終的に保護者の方々のご理解を得まして、全ての入園が決定

しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） １歳児はどのくらい、何人の定員に対して何人の応募だったのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

35名のところに対して40名以上の応募がありました。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） あと４歳児はいかがでしたか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。
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〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

４歳児につきましては、お申し込みをいただいた当初から入園の調整はかけておりません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ４歳児も入りたいと思って連絡をしたら、もういっぱいで入れませんと断られたと

いう方の話をお伺いしています。こうやって３つの保育園が１つになって、そして35人定員のところを40人

以上と、こういうことは働く親にとっては大変な衝撃で動揺したと聞いています。「去年話題になった「保

育園落ちた日本死ね」を他人事のように捉えていたんだね」と若い親御さんたちは言っています。そうい

うような気持ちなのです。「結局統合保育園なんて佐渡市のためで、親や子供のことは考えていなかった

んだね」という感想も聞いています。こんなことを子育て世代に思わせたのでは、統合というのは大失敗

だと私は思うのです。今後金井統合保育園の近くに子供が引っ越してきたら、例えば今度の１歳児、４歳

児、入園できないですよね。もし希望したらどうしますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

もし平成29年４月以降に１歳児のお申し込みがあった場合、現時点ではお受けできませんので、別の定

員内の近くのご希望される保育園にご紹介をするということになるかと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 何でこんな定員オーバーになってしまったのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

まず、２年前から始めた２人目保育料無料化等の施策の影響が大きかったというふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 市長、現場をよく精査しないで統合ありきで突き進んでしまったというのがこうい

う事態なのです。これをどう思いますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 統合した保育園の各世代の定員等については、それまでのゼロ歳児からの各世代の

部分も一応データをとった上で設定したものと思います。ただ、今回統合保育園のほうに一気に希望が殺

到したということだと私は報告を受けておりますし、あくまでも全て定員に対して想定よりも大幅に定員

をふやして構えるということになりますと、どの保育園においても枠をかなり余らせたまま保育士の体制

を組むというようなところもございますし、なかなか難しい部分はあると思いますが、ことしは今回起こ

った現象に対応しながら、今後どのように是正していくかのほうが大事だと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） こんなことはもう二度とあってはいけない、統合すると、こういうことになるのだ
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という、ある意味では佐渡市にとっては非常に痛い経験だったと思います。

また、子育ての相談をしたい保護者がふえている中、200人規模の保育園が子育てニーズに合っている

のかどうか、こういうことも今後ぜひアンケートなどをとって、話し合いの場を設けたりして検証を重ね

ていただきたいと思いますけれども、やっていただけますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

今年度着任いたしましてから、保護者の方々との意見交換は非常に大事な場だということを痛感してお

りますので、今後におきましてもそういった対応は繰り返していきたいと考えています。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 交通安全というのは、これが一応なかなかどうなるかふたをあけてみないとわから

ないところですけれども、ぜひ現実的なところできちんと向き合っていただきたいと思います。

次に、保育料２人目無料化のことですけれども、今お話聞いたら、佐和田病院、佐渡総合病院の中の保

育施設は該当していないと。しかし、来年度からというのは平成29年度から該当するのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

検討を来年度していきたいということですので、来年度の当初予算には認可外保育園の対応については

含まれておりません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 先ほど保育料２人目無料化事業の目的は、家庭の就業と子育ての両立を支援するた

め、多子世帯の経済的負担の軽減を図ると述べていただきました。ということは、これはもう親の収入が

どうとかということではなくて、子供が対象であれば出すと、こういうところに差別、線引きするべきで

はないと思うのですけれども、いかがでしょう。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

市内の子供を対象とすべきという考え方のもと、来年度検討を進めてまいりたいと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） そうしたら、認可保育園のみという枠を取り払うというふうに理解していいですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

全ての保育施設というふうに考えておりますが、今年度当初予算に計上しなかった一つの要因としては、

事業者側との協議がまだ調っていないという部分もございます。相手方のこともございますので、そうい

った点を含めて、私どもからは前向きにお話をさせていただきたいと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。
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荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ぜひ子供は社会の宝なので、できるだけ社会みんなで応援しながら育てていける体

制にしていけたらと思います。

次に、今度親のケアというか、親のためのプログラムですけれども、親による虐待、これはなぜ起こる

とお考えでしょうか、また今年度の相談件数の虐待の件数などどうなっているでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

虐待の大きな要因というところではないかもしれませんが、私がかかわるケースの中では、やはり親の

養育の仕方等々に課題がある世帯が多いなというのが私の感想であります。相談種別の中で、虐待と言わ

れる件数で統計しましたところ、今年度につきましては72人、私どもの要保護児童対策協議会のほうで確

認をしております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 子供を育てる環境として望ましいと言われているもので、今欠けているものは佐渡

の中で何だとお考えですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

私がかかわる中では、家族関係の希薄さが一番の要因ではないかというふうに考えておりますし、また

親が親という感覚よりも、やはり女性であり、男性であるというようなところが非常に大きいかなと思っ

ております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 先ほどの虐待相談件数72人というのは非常に大きいと、当事者の子供たちのことを

思うと大変痛ましいなと、何とかできないかなという気持ちはみんな同じだと思います。このために、や

っぱり親の教育のプログラムというものをもっと充実していただきたいなと思うのですけれども、社会福

祉課だけで考えてプログラムをつくるというのはとても限界があると思うので、ぜひ民間にもこういうこ

とでお金を使ってくださいという形で投げながら、一緒にいろいろなプログラムを充実していただきたい

なと思うのですけれども、いかがでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

民間も一つの手法だとは思いますけれども、私どもとしましては、まず私どもの足元の中で関係機関と

連携しているところの不足もあったかと思いますので、そういったところをまず活用して、行政としての

役割を果たしたいと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 後でも触れるのですけれども、今まちづくりというのはもう行政主導でなくて、ど
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んどん民間と一緒にやっていきましょうという時代なので、まずその頭を切りかえていく、これが大事か

なと思います。もっと民間の団体、既に引き受けてくださっているところもありますし、どんどん渡した

らいいかなと思います。

次に、障害のある市民の自己実現ですけれども、障害のある市民の自己実現や社会参加を阻んでいると

すれば、その原因は家庭も含めた社会の問題であるということがほとんどです。これをどうしたら克服し

て自己実現や社会参加を保障することができるようになるでしょうか。佐渡市のバリアフリーの取り組み

は何でしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

まず、障害という言葉に対する個人の考え方の問題が一番大きいかなと思っております。障害の種別に

よってできることもいっぱいありますし、特性があるということを市民の方に理解していただくことが第

一かと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 私たちの側からいろいろなバリアを取っていかなければいけないということですが、

残念ながら今回の三浦市長の施政方針の中には、障害のある市民の社会参加を保障するような取り組みと

いうのが読み取れなかったのです。市長がどうして障害のある市民について明記されなかったのか、お考

えをお聞かせいただけたらと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 今回初日に述べさせていただきました施政方針でございますが、基本的に平成29年

度に重点的に取り組むものという中で強調させていただいた部分でございます。過去からずっと、今後も

含めて引き続き継続的に努力していくというものについて、全てを網羅してはおりませんでした。その意

味では、全てを網羅できればいいのでしょうけれども、この件以外も含めてある程度絞って施政方針とさ

せていただいた次第でございます。決して手を抜こうとか、意識していないということではございません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 障害のある方々というのは、私たち、基本的にぱっと見て障害がないと言われる大

多数の者の社会の中で不便な思い、不自由な思い、それから我慢をして生きていると、これ朝から晩まで

毎日なのです。やっぱりその痛み、もっと自分の生きたいように生きたいよと、そういうところに私たち

自身がチャンネルを合わせていく、そういうことをしていかなければいけないと思います。誰もが大切に

され、とても気持ちよく、住み心地のよい佐渡になるために、これはまず私たちの社会の中でなかなか自

分で声を上げられない立場にいる人たちにチャンネルを合わせることだと。これからぜひ重点的に取り組

むものと、その中に入れなかったということですが、弱くされがちな立場の市民にぜひ光を当てていただ

きたいと思います。

次に、社会教育と生涯学習のところですけれども、最初に辛口でお伝えしますけれども、教育委員会の

昨年度の大きな催し物はお楽しみ会的な要素が強かったように思います。それは、わざわざ教育委員会が
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しないで民間に任せて、行政にはもっとほかに企画することがあるのではないかと思うのですけれども、

いかがですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 児玉教育長。

〇教育長（児玉勝巳君） お楽しみ会的というような言葉が合っているかどうか、市民のニーズ等いろいろ

と把握しながら、社会教育のできるところで企画させていただいたものというふうに認識しておりますが、

今後は市民のニーズ等、それから今社会的な問題になっているもの等もやっぱりしっかり把握しながら、

今後の計画に生かしていければというふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 市民はもちろんニーズはあります。そういうことを楽しみたいと思うので、それを

ぜひ教育委員会ではなくて、もう民間にお任せすると。教育委員会は、もうちょっと違うところで頑張っ

ていただきたいと思います。

さて、ここからは教育委員会にこだわりませんけれども、なぜまちづくりは人づくりからと言われるの

か、どなたかお答えになられますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 渡辺総合政策課長。

〇総合政策課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

市民の方々の活躍でそのまちができていくという、その基本的なものはやはり人をつくっていくという

ことからだというふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 今突然振ったのに答えていただいて、ありがとうございます。

まちづくりは人づくりからと言われるのは、今の傾向では経済の低成長と財政赤字、そして高齢化でこ

れからの時代は行政が提供するサービスも低下していくだろうと。地域で暮らしていくのに必要な機能が

低下するということが予想されている中、行政主導のあり方ではなく、地域の人たちが考えてまちづくり

に参加していく、そのような時代をこれから迎えていくということなのだそうです。

それで考えますと、例えば佐渡版ＤＭＯ、これを今つくるようにということですけれども、もともと世

界でつくられているＤＭＯというのは誰が中心になって担っているのでしょう。

〇議長（岩﨑隆寿君） 大橋観光振興課長。

〇観光振興課長（大橋幸喜君） 海外のＤＭＯについてですけれども、いろいろなケースがあると言われて

おりまして、ヨーロッパ型、アメリカ型とあるようですけれども、行政がかかわっているところもあると

いうふうに聞いております。日本版ＤＭＯといいますか、佐渡版ＤＭＯにつきましては、民間主体、そし

て行政と連携していくというような形を目指しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 欧米はほとんどが民間で担っていて行政は中心にいないと、これがＤＭＯのやり方

なのだということです。大体今観光振興課長が言ってくださったようなことだと思いますけれども、日本
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はまだ行政中心というセンスが抜けないので、ＤＭＯの中に行政が入っているけれども、この間勉強会、

シンポジウム、講演会、何かありましたね。そのときに、「行政の人がまず先に手を挙げて質問するのが

だめなんだ」と、そんなような形で怒られました。これからは、もっと民間が入れるところは民間に手渡

していく、そういう時代になるのだと。こういう中で人づくりをしなかったら、まちづくりができない、

そういうふうになっていくというのが地方創生とはいいながら、ＤＭＯのやり方を導入してきたところだ

なと思います。社会教育や生涯教育というと、ともすると社会教育課の仕事のように思うのですけれども、

私はそれぞれの課で持っている例えば会議、この持ち方の中でどれだけ市民が、お客様やお飾りではなく

て発言してもらえるのか、その中で自分の発言したことが会議の中を動かしていく、市を動かしていく、

こういう実感を持っていただくようにすることそのものを私は一つの教育だと思っています。ぜひまちづ

くりは人づくりからというところを社会教育課に投げないで、これからそういうような形でやっていって

いただきたいなと。これちょっと課長に高尚な質問なので、答えるのは難しいと言われたので、ここでち

ょっと言いっ放しにして終わりにしたいと思います。

次に、最後は、人を大切にする佐渡、人が育つ佐渡にするためにの中で、多発する職員の不祥事をなく

すため、どうしたらいいのかということですけれども、職員の不祥事問題は、私ももう12月議会で取り上

げるのをやめようと思っていましたけれども、また起きたので、これはもう市民の方々がどうしてまたと

いうことで私も取り上げますが、あれがだめではないか、これがだめではないか、こうやってぎりぎりや

れという方法では、もうだめなのではないかなということを感じています。先ほどいろいろな基準の見直

しとかあったのですけれども、一から人づくり、ともかく職員の人づくり、これが大事なのではないかと

思うのですけれども、私はワークショップとか会議といったようなことが大事かなと思うのですけれども、

そのあたりはいかがでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 渡邉総務課長。

〇総務課長（渡邉裕次君） ご説明します。

多発する不祥事について、いろいろ少人数職場等について直接出向いたりして注意喚起をしております

けれども、結果として続いております。これはやはり個人の問題にさせない、組織全体の問題と捉えると

いうことがまず大前提になります。

それから、研修等もやっておりますけれども、ただ地方公務員法とか服務規律とかというところの説明

ではなくて、今ケーススタディーというのもありましたけれども、そもそも社会人としてどうあるべきか

というところも含めて、より具体的なケース、事例等を用いながら、自覚をさせて、社会人としての倫理

を守ってもらうというような取り組みも、もうここまで来ると、そこまで必要かなというふうに思ってお

ります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 私も人材育成ということを仕事にさせていただいているのですが、人を育てるとい

うのはなかなか大変なのです。しかも、皆さん、お仕事の合間でそういうことをされるというので、やっ

ぱり私は皆さんの間の信頼関係、これをきずなにしていくのが一番いいのではないかなと思うのです。信

頼関係というのだけれども、誰が何を考えているかわからなかったら信頼できない。そういう意味で、私
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はワークショップで誰が何を考えているのかわかるということは大事かなと。例えば公務員とは何かとか、

こういう漠然としたものでもいいのです。そうすると、みんなが持っているイメージが、ああ、こういう

ものか、ああ、そうなのかと。何の教科書も使わないで、皆さんが持っているアイデアの中から、例えば

信頼とは何かとか、そういった単純なこと、これは別に時間の枠決めなくてもいいのですけれども、何か

そういったようなもっとやわらかなやり方が必要なのではないかと思うのですけれども、最後、もう一回

感想を聞かせてください。

〇議長（岩﨑隆寿君） 渡邉総務課長。

〇総務課長（渡邉裕次君） ご説明します。

職場内においては、特に公務上の問題もいろいろありましたので、そこはやはり係の中のコミュニケー

ションが足りないということで、１人にしか業務がわからないというようなことが原因として、係内、係

長も誰も知らないというふうなことで起こっているケースも多々ありましたので、そこは外部の検証会議

の提言も受けて、係内のミーティングをしっかりやるとか、別に10分間やらなくても、５分でも３分でも

いいのですが、そこら辺は毎日やるということで、朝礼の中でも今徹底をしております。

それから、もう少しかちかちにやらないで、やわらかくというご提言もいただきました。この辺につい

ては、ほかの議員の方からもご指摘ありましたとおり、市長の政策ビジョン等がやはり職員にも伝わって

いないのではないかというところのご指摘もありましたので、ここら辺も市長としっかり政策について同

じ方向に向いて進んでいけるように、そういった公務上の話も含めて進めていきたいと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ともかく今までやっていないことを新たにやって頑張っていただきたいと思います。

次に、公人が複数かかわりながら、市民の税金が原資である補助金が約束どおりに使われなかった株式

会社佐渡しままーとの件について、これは今任意整理していると、株主に要望していると。これ期限を切

ると、いつぐらいまで待てばいいのでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋産業振興課長。

〇産業振興課長（市橋秀紀君） ご説明いたします。

我々、ちょっと今期限は切っておりませんが、回数を重ねてお願いしております。

以上です。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 毎回議員全員協議会のたびに聞かれて、あした行きます、あさって行きますという

ことで逃げ水のようにして、なかなか答えが返ってこないという状況です。それは、こちらが聞いてもそ

うなのであれば、担当の方々も苦労しておられると思うのですけれども、何が問題なのですか。金額がこ

れ多くて返せないのですか、どうしてですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋産業振興課長。

〇産業振興課長（市橋秀紀君） ご説明いたします。

株式会社佐渡しままーと、今廃業の準備をしておる途中ですが、債務が多くて返す能力がないというの
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が一番大きいかと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） だから、法的な返還ではなくて道義的な返還をということをずっと言っているので

す。この道義的の意味が通じているのでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋産業振興課長。

〇産業振興課長（市橋秀紀君） ご説明いたします。

道義的な部分で、昨年から議員全員協議会等でいろいろ指導いただいております。その中で、株主の方

等に我々もお願いには回りました。なかなか道義的な部分で理解を得られなかったというのが一番です。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 道義的の意味は今新聞見ると、いろいろなところでも出てきますよ。こういうのを

見て、ご自分たちのやっていることがわからない方々ではないと私は思うのです。何かどうしてそんな不

思議なことが、12月の議会でもご披露しましたけれども、前に地方文化事業負担金の不正受給、やわらぎ

事件で、たった６万幾らの不正でしたけれども、結局200万円を全部お返しすると、こういう道義的な責

任をとられた実例がすぐこの近くにあるわけです。だったら、そういうことがわからないということはお

かしいと思う。どうやって伝えているのですか。やっぱり道義的の意味が伝え切れていないのではないで

すか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋産業振興課長。

〇産業振興課長（市橋秀紀君） ご説明いたします。

今までの経緯等を含めて、我々、心を込めて説明をしております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） これは決着つくまで質問を続けたいと思います。

では、第三セクターとして株式会社両津ＴＭＯの目的、これは何だったのですか。物産館という、建物

という財産を持つ、こういうのは適切だったのでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋産業振興課長。

〇産業振興課長（市橋秀紀君） ご説明いたします。

両津夷地区の商店街の活性化というところが大きくメーンでありますが、地域の活性化というところで

新穂地区での展開については問題なかったかというふうに思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 駐車場に建物を建てた。こういう財産を持つことは株式会社両津ＴＭＯとして好ま

しかったと、よかったと。今、そうですかということをお聞きしたのです。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋産業振興課長。

〇産業振興課長（市橋秀紀君） ご説明いたします。
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当時の取締役会では、それがいいことだということで進められたというふうに思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） このあたりはビッグフィッシャーとか銀鮭養殖モデル事業とか似たようなにおいの

する案件なので、なかなか難しいと思いますけれども、この物産館も先ほどおっしゃったように早く処分

するのであれば、適切に処分していただきたいと思います。

次に、ビッグフィッシャー事件となった離島流通効率化事業の個別外部監査報告の件に移ります。代表

質問のときにも、市長は職員は職務としてやったから処分できないというふうにお答えになりました。確

認ですけれども、この職員の中には前市長は含まれないですよね。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） これまで答弁させていただいております職員という範疇には前市長は含まれており

ません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ともあれ、個別外部監査報告によると、職員らの意識や佐渡市の体質上の問題を解

消するにはどうすることが必要だと言われていますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） これまでの答弁で、職員を処分することはできないと申し上げさせていただいたの

は、あの手続もろもろが一定の職務範囲の中でとり行われたということで、法的な違反が見つからないと

いうことでございまして、職員として懲戒処分にはできないということでございます。

ただ、実際問題、その当時の部分で、このままいったらまずいという段階が何回もありながら、上から

指示、命令が来たとはいえ、そのままその流れを無理くり続けていったという部分についての問題は多々

指摘されております。その辺についての部分におきましては、そのときの申請、チェック、手続等々、遂

行の仕方等々が適正でなかったのは明らかでございます。その意味では、まず役所の中でいいますと、そ

れは違うというものをはっきり上司に対しても言える体制もつくらなければいけませんし、補助金事務手

続の中でも、そういう場合において、そこをあくまでも裁量範囲の中で、失敗の可能性が強いにもかかわ

らず、手続を推し進めてしまった場合には、一定の職員に対しても懲戒的なものも含まれるというような

ルールもつくっていかなければいけないというふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 体質上の問題をどうするのかといったら、これはもう責任の明確化なのだというこ

と、そして本件事案のような問題ある事案にかかわった職員や市長らに対する責任の所在を明らかにする

ことと、責任がある職員の人事考課に反映させること、ルール違反した職員に対しては懲戒処分を行うな

ど厳しい姿勢を示すことが必要だと、こう書いてあるのです。これは今回のことはいいですよと、目つぶ

りましょうよ、この次からそうすればいいですよと、そういうことですか。ここで厳しく言われているこ

と、これどう受けとめておられますか。
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〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 今ご指摘いただいた個別外部監査の指摘事項、それについては、今後についてその

部分をきっちりルール化するということを個別外部監査で指摘していただいておりまして、過去にさかの

ぼって、そういうルール、規範等がこれまで一切存在していなかった中で、懲戒処分ということは難しい

という判断でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 不正だとわかっていてやっているけれども、処分できない、こんなことは絶対ない

と思います。

ビッグフィッシャー事件の全容がまだ私は明らかになっていないと思っています。とりあえず全容がま

だ明らかになっていない中でも、ここは横領を防ぐことができたターニングポイントではないかなと思う

ところが幾つかあります。そこを踏み込んでしまったから横領事件に結びついているのです。そのターニ

ングポイントには踏み込まないで、あっ、こここれ以上行ったらいけないと、引き返せば問題にならなか

っただろうというところが私は幾つかあると思います。

１つは、まず最初に、この事業をするときに公募しなかった。公募しないで株式会社ビッグフィッシャ

ーありきで、しかも実態を調べないで事業者をここだと選んでしまった、ここが１つ。これをしなければ、

まずこんなことにならなくて済んだ。

２つ目、株式会社ビッグフィッシャーの資金が不明瞭、資金繰りがどうも怪しいと知りながら補助金交

付を決定した。ちゃんとお金がなかったら事業はできないのです。にもかかわらず、補助金交付してしま

ったのです。

３つ目、設備に疑問がある。これは平成25年５月の現場検査を担当がしたということですが、新品では

ないのは一目瞭然だったと思います。ここでもあれっと、おかしいのではないかなと思ったターニングポ

イントがあったと思います。

それから、今度問題を先送りせずに英断するターニングポイントがあったと思います。これはもう補助

金を取られた後ですけれども、株式会社ビッグフィッシャーが倒産した後、佐渡島水産株式会社ありきで

継続の手続を行った。公募をしなかった。ここで公募をすれば、問題を先送りせずに済んだのです。ここ

でもターニングポイントを逃した。

次、この事業は協議会がないと成立しなかったのですけれども、その協議会が何回も壊れそうになって

いる。なのに、佐渡市がそれを押し切って何度も協議会の中に関係者を入れて無理やりこれを続けた。平

成25年11月の協議会では、漁業協同組合はもう抜けると言っているのです。しかし、その後も続けている、

ここは市が押し切ったのです。これで問題を先送りにした。

もう一つ、補助金で購入せず、全てがリースだと知ったのに放置したのではないか。これは平成26年２

月13日に、佐渡市の課長や元課長補佐、担当者、それから株式会社ビッグフィッシャー側の人と話し合っ

ているところの記録の中に出てくる。全てがリースだった、これ非常に不可思議なことです。

まず、聞きますけれども、なぜ株式会社ビッグフィッシャーが公募もされないで事業実施主体になれた

のですか。
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〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

公募の問題、指摘もされておるのですけれども、例としまして、農林水産課でまきストーブの補助金を

出しておりますけれども、まきストーブを買ったら半分の補助金を出すわけなのですが、条件が合ったと

き。これに手を挙げる公募と離島流通効率化事業というのは、離島の流通の効率化に資する事業として幾

つかのいろんなアイデアが考えられます。そのアイデアに対して、島内の事業者に確かにホームページ等

で国の要綱を示して、こういうメニューがありますけれども、手を挙げるところありますかという公募は

しませんでした。しかし、該当する要望等がある水産業でありますとか、森林業でありますとか、農業系

でありますとかというところに１つずつヒアリングといいましょうか、声をかけて回って、そして株式会

社ビッグフィッシャーが水産加工をやりたいと思うけれども、補助要綱に合うだろうかと聞いてきたわけ

であります。したがって、佐渡市が水産加工施設をつくるけれども、この水産加工施設を誰かやる人いま

すかといって公募をかける類いの事業ではないわけです。どうぞここにご理解をいただきたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ちょっと今のお話は、個別外部監査報告の内容、私が理解したものと合わないので

す。もう一度弁護士さんからお話を聞き取って、それを反映してここに書いていただいたほうがいいのか

なと思うのですけれども、ではお聞きします。３Ｄフリーザー購入の話との関係、それから個別外部監査

で指摘されている属人的つながりの問題との関係、それが株式会社ビッグフィッシャーが実施主体になっ

たことと関係ありますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

まず、個別外部監査の方が指摘された内容、私これに反論しておるわけではありません。ただ、その書

きぶりによって、今議員ご指摘のような公募という部分にとられる方もいますけれども、私はここで個別

外部監査の方が指摘されているのは、もっと公平、公正に、誰が見てもわかるように公募というような形

ということも考えなければいけなかったのではないのかという、逆により厳しい指摘であるというふうに

考えております。

また、個別外部監査が報告されたことに対して、そもそも法令的に訂正なりなんなりを求めることがで

きるかというのは、私も今存じ上げてはおりませんけれども、例えば個別外部監査の指摘で３Ｄフリーザ

ー、大体幾らぐらいするのか、すぐわかるではないかという指摘もございます。なるほど、そのとおりだ

と思います。したがって、これがこれからこういう補助事業の方向性、基準というものを今作成しておる

わけですけれども、その中でどのように、二度とこういうことが、我々のようなミスが起きないように体

制とか基準をつくるのかというところが問題になろうと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ここは議会なので、担当の課長がお答えになるしかないから仕方ないのかなと思う

のですけれども、私はやっぱり今の担当の課長が答えることには限界があるのだなと思いながら聞いてい
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ます。当時、そこの課にいらしたわけではありませんから、どうしても別の者に伝え聞いての説明なのだ

と思うのですけれども、３Ｄフリーザー購入の話というのは、もうこの株式会社ビッグフィッシャーがこ

の事業に入る前から流れている話なのです。これとのつながりはどうなのですかということをお聞きして

いるのと、それから属人的つながりがあったではないかと個別外部監査から言われていること、この関係

はどうですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） ３Ｄフリーザー云々というご指摘ございますが、まず今回の株式会社ビッグフィッ

シャー問題で一番ネックなのは、個別外部監査で指摘受けているとおりに、属人的な、事業者の前提あり

きでスタートしたということが私は一番問題だと考えております。これについては、先ほど議員がご指摘

の株式会社佐渡しままーとについても、この後質問いただくであろう銀鮭養殖モデル事業についても全て

事業内容というよりも事業者選定ありき、そこからスタートして、しかも特に株式会社ビッグフィッシャ

ーの場合は調査期間等々が約１カ月半ほどしかないというようなところの手続にかなり無理があったとい

うところが最大のネックになっているというふうに私は認識しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ありがとうございます。

では、次に、日付を大幅に改ざんして、しかも課長補佐がなぜ代理決裁で補助金交付決定をした、その

責任について伺います。何でそんなことが起きたのでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

これも何度かご説明させていただいていますけれども、事業を進行させる上で、その事務の裁量の範囲

であると考えてやったものでございます。

ただ、今回個別外部監査も指摘されておりますように、それは誤った判断であるというご指摘をいただ

いたところでございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 私は、これが事務の裁量の範囲なんだと、少しも思っていません。これ一体何日の

日付で補助金交付決定が出されましたか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） 佐渡市農林水産振興事業補助金交付額決定通知は平成25年７月３日に出し

ております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） それ日付間違っていませんか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） 市と株式会社ビッグフィッシャーの間のものとしまして申請があって、平
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成25年３月13日に交付決定通知を出しています。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） この日付正しいですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 暫時休憩します。

午後 ４時０８分 休憩

午後 ４時１０分 再開

〇議長（岩﨑隆寿君） 再開します。

伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） 失礼いたしました。先ほど平成25年３月13日に交付決定通知と申し上げま

したのは実際の日付でありまして、書面上の日付は平成25年２月１日でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 結局改ざんしたのが平成25年１月30日に株式会社ビッグフィッシャーが申請を出し

て、その翌日に交付決定をしたということですよね。１月30日というのはどういう日ですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

平成25年１月30日には、第１回水産物加工流通効率化協議会が開かれた日でもあります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） その協議会の中で課題が出たはずなのですよ。どういう課題が出ましたか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

うろ覚えで申しわけありませんけれども、流通会社の正式加入がされるかどうかというところが１つ課

題といいましょうか、議題になっておったと記憶しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） もう一つ宿題になっていたのです。事業実施場所が決まっていないのです。決まっ

ていないのに、どうやって申請出すのですか、どこと出せますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

これも何度かお答えさせていただいていますけれども、確かにどこそこの建物、どこそこの何番地とい

うのはその時点ではそれまで想定していたところが規則上だめだということがはっきりしまして、両津地

内という形で申請書を出しております。このとき、確かに場所が決まっていないということは、事業がや

れるかどうかの担保がないということにつながるわけなのですけれども、必ず十分見つかるという見込み
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の中で、それこそまた同じ言葉ですけれども、裁量の範囲と判断して行ったのですけれども、その裁量の

範囲もただの先走りで間違いであると個別外部監査から指摘されたところでございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） そうやって裁量の範囲といっていろんなことをやっているのです。その翌日に交付

決定通知を出した、誰の名前で出しているのですか、これ。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） 説明します。

今、現物確認していませんが、もちろん市長名で出しておると思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） では、お聞きしますけれども、市長の名前で出すものを課長がいなくて知らなくて、

課長補佐が代理決裁すると、何が起きたのですか、このときに。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明をします。

市長名という部分は今ちょっとおきまして、例えば事務決裁規程において課長名で出す公文書というほ

うが逆に少のうございます。私どもは、佐渡市長の名前をお預かりして日々の業務を行うわけなのですけ

れども、当然代理決裁の順位等もございますが、今ここで代理決裁の順位で課長補佐でも大丈夫だったみ

たいなことを言うつもりはございません。個別外部監査がご指摘をされたように、いかにも拙速であり、

それは不適正な執行であると指摘されております。こういうことを肝に銘じて、今後事務の取り扱いに注

意をしなければいけないと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） では、課長に相談しないで代理決裁するのはごく普通にやったということなのです

ね。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

もちろん普通にそんなことはございません。通常、例えば課長がインフルエンザで３日から１週間休ん

だとしても、さすがに５日間休むと代理決裁で押さざるを得ないような決裁文書ですとか伝票類ございま

すけれども、通常であれば課長が戻ってくる、あるいは出てくるのを待つ、そういう余裕を持ったスケジ

ュール感覚で業務をとり行うのがもちろん常套でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） では、なぜここは代理決裁だったのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。
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個別外部監査ご指摘のとおり、誤った自己裁量の判断、そうとしか申し上げようがないかと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 本当ですか。課長は誰ですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） 当時の課長ということであれば、今の総合政策課長でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 私たち市議会では、決算審査特別委員会をやりまして、この事件について資料を求

めました。このときに出てきたのは、全て改ざんされた日付です。私たちは、みんなそれを信じて決算審

査特別委員会をしました。今に至ってもその書類しか持っておりません。こういうことの責任は誰がとる

のですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明をします。

書類としてはそのさかのぼりの日付というものがその書類そのものなわけなのですけれども、この４月

からになって資料等で市議会にご提出したものはありませんので、その分はちょっと差し控えますし、ま

た前任あるいは前々任にしても、単純に今原本としてそろえているものを素直に個人名であるとか、そう

いう黒塗りしなければいけないところだけは単純に黒塗りをして委員会等の資料に出していると思います

し、もし仮にそこで何らかがあれば、それはまた話は全然別のことかと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 市議会には、誤った日付のまま書類が出てきて、私たちはずっとそれ信じて、ずっ

と市民にもそれを説明してきました。これ誰が責任とるのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 暫時休憩します。

午後 ４時１９分 休憩

午後 ４時２５分 再開

〇議長（岩﨑隆寿君） 再開します。

渡邉総務課長。

〇総務課長（渡邉裕次君） ご説明します。

決算審査特別委員会に資料として提出した責任ということでございますので、それは当時の市長でござ

います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ということは、市議会に対して事実ではない内容があると知りながら出してこられ

たということ、その責任は市長にあるということですか。
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〇議長（岩﨑隆寿君） 渡邉総務課長。

〇総務課長（渡邉裕次君） 私が今申し上げましたのは、議会に決算審査特別委員会の資料として提出した

ということは、職員を介して当然出すわけでありますが、その責任はということでありましたので、当時

の市長というふうにお答え申し上げました。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 前の市長なのですけれども、事実ではないと知りながらも市長はお出しになったの

ですか。ここが問題なのです。普通に書類出すのは、そのお名前のある方です。ここに事実でないと知り

ながら出したのは誰の責任ですかと聞いているのです。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

提出をさせていただいた書類の日付そのものは、その書類、例えば申請書を偽造したものではありませ

ん。そして、そのとき警察の捜査が起きていますので、本来の日付さかのぼり、例えば先ほどの２月１日

付で、実はつくったのは３月13日という時系列については警察の捜査中で、そうした資料は警察のほうか

らも出さないでくださいというので、そのときお出しできる正当なものをお出しし、そして警察の捜査の

後、時系列を市議会のほうにも恐らく当時出したと思いますし、個別外部監査にも全て出しておりますの

で、今ご質問あるいは個別外部監査が指摘されるような日付のさかのぼりがはっきりとそこでわかってい

るということでございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） つまり決算審査特別委員会で出さなければいけない書類に至ってまで間違った日付

を、あるいは改ざんされた日付、これを出さなければいけない事態になるということは、ちょっとした間

違いとかそういうことではないのではないですか、それが言いたいのです。いかがですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） まさにそのご指摘のとおり、こういう事態を二度と招かないように、個別

外部監査でるるご指摘をいただいたわけでありまして、今現在その基準というものをどのように定めて、

どのようなルールにして、どのようなチェック体制にしていくのかというのを庁内のある程度のクラスの

人たちが一生懸命知恵を絞っております。本当に言いわけするわけでも何でもなく、まさしくご指摘され

るとおりだと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） これはたまたま警察に知れたから、これは改ざんした日付だとわかっただけで、警

察に知られなかったら、うその日付がずっと通るのですから、ここは違いますよ。よく考えてください、

後で。

もう一つ肝心なことですけれども、実態不明なのが冷蔵庫とか冷凍庫とか設備は全てリースだったと、

こういうやりとりがありましたけれども、これは本当なのですか。
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〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） 一部に購入したという実績報告書が出ていたのに、実際にはリースをして

いたというのは事実でございますけれども、もちろん全ての設備がリースだったわけではございませんし、

個別外部監査指摘の中にもちょっとその分はないかと思います。一部にリースがあったことは事実でござ

います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ここのところは不明なので、もう一度よく調べる必要があるかと思います。いかが

でしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） ご説明いたします。

少し誤解をされているようなので。私、警察の捜査にも全て整理して説明をした立場ですので、申し上

げます。リースについては、国土交通省の補助金対象外になります。その事実を知ったのは、今回逮捕さ

れた被告の方から不正の事実を佐渡市の職員に告げられた後でございますので、リースは不正になります

けれども、その事実を知って補助事業をそのまま続けたというような事実はございません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 補助金で買ったというときにリースだったのか、そこの時点が肝心だと思うのです

が、そこはいかがですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） 当然ですけれども、不正の事実を佐渡市の職員が知るまでは、全てのものは

購入して補助金の対象になるというふうに進めておりました。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） その証拠はあるのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） 関係者への聞き取り、それから疑いがある場合は捜査機関から疑われますけ

れども、それは全て事実を説明して、佐渡市は今回被害者であるということで公判が始まったというふう

に認識しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 何かリースのシールがあるということも語られていましたけれども、そういうのも

全然関係ないのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） ご説明いたします。

リースのシールが張ってあることを市の職員がその当時認識をしていたというふうな事実は私は知りま
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せん。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ちょっと時間がないので、この件に関してはもう一度確認をしていただきたいと思

います。

それから、個別外部監査の資料の中に国会議員の名前が出てきました。そういうことは関係あるのです

か。

〔「休憩」と呼ぶ者あり〕

〇議長（岩﨑隆寿君） 暫時休憩します。

午後 ４時３３分 休憩

午後 ４時３６分 再開

〇議長（岩﨑隆寿君） 再開します。

渡邉総務課長。

〇総務課長（渡邉裕次君） 個別外部監査のほうの資料編のほうのお話だというふうにお聞きをしましたけ

れども、何ページのどこなのか今わかりません。何ともお答えのしようがございません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 先ほどから職員は上司の言うことに逆らえないと、だからこういうことをやってし

まうのだということを言っていました。だったら、市長ももしかしたら国会議員の顔があって、離島流通

効率化事業のお金を使わなければというプレッシャーがあったのかなと思ってお聞きしました。そのあた

りどなたか知りませんか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） ご説明いたします。

警察にも今回の事案、全て説明をしたとき私立ち会っておりますけれども、そのときに国会議員の口き

きがあったという事実は一切ございません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ともかく今お伺いした中でもまだ不明瞭なところがたくさんあります。それから、

これから銀鮭養殖モデル事業のことをやりますけれども、この銀鮭養殖モデル事業のかかわりと株式会社

ビッグフィッシャーの事件のかかわりというのは非常に密接なのです。本来密接であってはいけないもの

が密接にかかわっている、こういった複雑なことが全くこの個別外部監査の中では解明できません。それ

は当然なのです、使命が違うので。そういうことも全部含めて、この件については、もう一度処分の対象

があるのかどうかを見る必要があると思いますが、いかがですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） お答えします。
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処分の対象があるかどうかではなくて、銀鮭養殖モデル事業の補助金の問題につきましても、こちらは

先日随時監査で報告を上げていただきました。その中の個別外部監査報告の内容を見ましても、株式会社

ビッグフィッシャーの補助金運用の手続関連も含めて非常に類似している部分が多々ありますし、銀鮭養

殖モデル事業のほうにつきましては、これまでも補助金の一部返還請求を求めていますが、まだ返還され

ていない部分が残っております。その辺も含めて、市として実質的な損害、被害額、どの程度なのかにつ

いて今後精査してトータルで取りまとめたいとは考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ビッグフィッシャー事件のほう、こちらのほうで銀鮭の協会の会長さんが早く建て

ろということがなかったら、ここですよ、株式会社ビッグフィッシャーの横領事件ももしかしたら防げた

かもしれないのです。こういったようなことが、しかしなぜ横やりに全然関係のない会長が言ってくるの

か、ここらあたりはどうなっているのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

当時の資料等からすれば、まさに水揚げをするときに、新しくそこの加工場で自分のところの銀鮭をさ

ばきますよという商談、商売上の約束をしているのに、まだ建たない。建たなければ水の中へ入れておけ

ば、温度が上がって銀鮭みんな死んでしまうわけですので、早く建てろ、早く建てろという、そういう経

緯があったというふうに記録には残っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 会長がよその事業に食い込んでくるというのは、そこに前市長のかかわりがあった

から、それができたのではないでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

適切ではないかもしれませんけれども、私、通常のメーカーに勤めておったこともありまして、相対で

納期を約束して、その納期が守られそうになかったら、誰の影響力があるかも何も関係なしに、その相手

方に債務の履行を求めるのは当たり前かと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 今のお答え全然違うのですけれども。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） 申しわけありません、説明が悪くて。銀鮭養殖モデル事業のほうの協議会

の会長が水産加工物施設整備のほうに横やりをということでございますけれども、確かに当時、強い口調

で早く建てろ、早く建てろという話があったという記録も残っておりますが、そのことについて、何らか

のバックボーンがあったかどうかは私は存じませんし、そういう記録もございませんが、自分のところの

水産加工施設でやりますという約束があって、ではそこでさばいてくださいとの契約内容があって、それ
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が約束より遅れていれば、当然に早く施設つくれ、早くつくれよ、どうなっているのだよ、銀鮭が死んで

しまうよというのは通常の商行為という意味でご説明申し上げました。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 全く説明になっていないと思います。こういう点もいろいろ複雑に絡んでいます。

属人的なつながりと指摘されているところの一部だと思います。こういうことも全部含めて、もう一度処

分する対象がいるのではないかということを精査していただきたいのですが、やっていただけますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） トータルでもう一度全部最終的な取りまとめは必要だと思いますが、処分する対象

というよりも、例えば現時点でもう前職になっていたりする部分もありますので、その部分では損害額を

しっかり判明させた上で対応をどうするかということだと考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 損害額ではなくて、不正を行ったと、そこに加担したということでぜひやっていた

だきたいと思います。そうでなければ、今回のことが許されるなら、次も許されると、これ心理戦です。

こういうことが続きます。市長は、こういうことをきちんとやってくださるということで昨年の選挙でも

信任を得ていると思います。このままでスルーしないでいただきたい。また、６月議会でやりたいと思い

ます。

もう時間がないのですけれども、原発の避難計画について、チェルノブイリの事故のとき、250キロ圏

内が避難対象になりました。そのことは把握しておられましたか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 中原危機管理主幹。

〇危機管理主幹（中原岳史君） お答えします。

広範囲に及んだということは聞いておりますが、キロまでは把握しておりません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） 想定外だからやりませんでしたと、これだけは絶対に避けてもらいたいのです。で

すから、こういうことをきちんとお調べになって、そして市長、県とか関係機関とやっぱりよく協議して、

避難計画についてはできるだけ現実的な線で協議していただきたいと思います。いかがでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 先ほど申し上げました市町村による原子力安全対策に関する研究会というものにお

いて、県を含め、各市町村と合同で対応策というものを今検討を練っている最中でございますし、私、も

う既に何度も県に対しても佐渡は離島であり、逃げ場所がないのですと、その前提で対応策は普通の本土

で陸地がつながっているところとは全く違う部分が非常に大きい。現状の例えば現佐渡空港では、自衛隊

の大型ヘリがおりられない地盤の状況もある等々については、県にも直接いろんな対応を要請していると

ころでございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。
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荒井眞理さん。

〇７番（荒井眞理君） ありがとうございました。

これで終わります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 以上で荒井眞理さんの一般質問は終わりました。

ここで、10分間休憩いたします。

午後 ４時４６分 休憩

午後 ４時５６分 再開

〇議長（岩﨑隆寿君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

祝優雄君の一般質問を許します。

祝優雄君。

〔19番 祝 優雄君登壇〕

〇19番（祝 優雄君） 本日最後になりましたが、お疲れのところ、皆さん方、おつき合いいただきたいと

思います。

私は、市議会にかかわりを持ち、四半世紀になりましたが、佐渡の経済状況は今が一番厳しいと感じて

おります。佐渡島内の総生産額、地域経済を分析し、これほどまでに悪いのかと愕然としました。昨年の

６月、９月、12月、市議会でも同じような質問をしましたが、佐渡の経済は何が中心なのか、何が一番冷

え込んでいるのか、雇用の状況はどうかなどなどを正確に把握しなければなりません。まず、経済対策全

般についてお尋ねをいたします。島内の総生産額、税負担、雇用の３点から、第１次産業、第２次産業、

第３次産業の状況をどのように捉えているのか報告を願います。

以前から気にしてはおりましたが、地域経済分析システム、ＲＥＳＡＳの意図するところを専門家に聞

き、佐渡経済の現状と復活への道筋などを考えてみました。市長も施政方針でＲＥＳＡＳに触れておりま

すが、この分析をどのように捉え、当初予算に反映させたのか、予算に経済復活への施策は隠されている

のか。将来展望に期待を込め、施政方針と予算書を見ましたが、「取り組みます」の連発で数値目標など

具体性に欠けており、チャレンジ元年の表題にしては反撃への実感を伴うようには感じませんでした。地

域経済の縮小傾向を食いとめ、拡大に向かわせる施策が盛り込まれているのであれば、市長が目指すチャ

レンジ元年の意図するところ、佐渡の将来像とあわせ、具体的な説明を求めます。

観光事業についてお尋ねをいたします。首都圏と関西圏で旅行したいと考えている人に尋ねたところ、

新潟県に旅行したいと思っている人が７割以上、そのうち４割を超える人たちが佐渡に行きたいとの調査

結果が出ております。しかし、佐渡まで呼び込む力がないのか、努力はしているのでしょうが、実を結ん

でいないのが現実です。このことは最悪の状況と言わなければなりません。この際、庁内の関係部署を横

断的に観光戦略室をつくり、対応すべきと考えます。

もう一つは、トップセールスです。トップが行かなければあかないドアがあります。あいたら、具体的

な交渉は民間でやってもらう。人を招き入れるには手間もかかります。金もかかります。しかし、それを

克服しなければ、佐渡まで人は来てくれません。市長の覚悟のほどを聞かせていただきたい。

次に、子育て支援についてお尋ねをいたします。市長は、施政方針で園児や学童への支援は重点施策だ
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と訴えております。子供たちへの支援は、人への投資につながる重要な施策と捉えております。当初予算

では、今までとどこが違うのか、説明を求めます。

行政組織と運営についてお尋ねをいたします。市長は、副市長２人制にしましたが、市長が目指してい

た成果はあらわれているのか。４月より部制に移行しますが、何を求めた改編なのか、具体的に説明を求

めます。

次に、特定有人国境離島特別措置法についてお尋ねをいたします。特別措置法の精神をまず理解した上

で、佐渡のマスタープランを県の計画に盛り込まなければなりませんが、県との関係を含め、現状説明を

求めます。

以上、答弁を聞いた上で市長の政治姿勢を含め、再質問で具体的に質問をさせていただきます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 祝優雄君の一般質問に対する答弁を許します。

三浦市長。

〔市長 三浦基裕君登壇〕

〇市長（三浦基裕君） それでは、祝議員の一般質問にお答えさせていただきます。

まず、佐渡市の産業の状況は、平成25年度の統計から市内総生産額では第２次、第３次産業が９割強を

占めており、就業者数でも８割弱が従事し、建設業やサービス業等の割合が高くなっております。また、

それに比例して市税の納税額も９割強を占めている状況にあります。地域経済分析システムにおいては、

本市における支出総額2,774億円のうち1,090億円が島外へ流出しており、その対策に向けて平成29年度予

算編成方針にて佐渡市将来ビジョンに掲げる持続可能な循環型社会の実現に向けた経済活性化戦略に取り

組むところであります。また、地域経済の縮小を食いとめるためには、島内での循環型社会の構築や第１

次産業と第２次、第３次産業の連携による経済の産業間波及力を高めることが必要です。農林水産業の観

光資源化、佐渡版ＤＭＯを核とした地域づくりによる第１次産業との連携、農商工連携、６次産業化など

産業間の連携を進め、経済の活性化を施していこうと考えております。

続きまして、観光戦略室をつくることについてでございますが、効果的なプロモーションをするために、

佐渡版ＤＭＯを構築する理由の一つでありますので、まずは佐渡版ＤＭＯの構築を目指し、その組織のリ

ーダーとなる地域全体のマネジメントできる人材の確保が重要であると考えております。

次に、トップセールスについてでございますが、タイミングを捉えながら、ＪＲなどの幹部の方などさ

まざまな形でアピールはさせていただいているところでございます。ターゲット等、いろんなパターンに

よって、どのセールス方法が最も効果的かと考えながら、さまざまな佐渡市全体を含めてのセールスプラ

ンをつくっていくことが大事と考えております。

続いて、子育て支援については、新規事業としましては児童発達支援事業による発達への支援を強化す

るほか、子ども若者課の新設、児童の発達支援や若者相談業務の拠点となる子ども若者相談センターの充

実などから、より細やかな支援に向けて一体的な体制の整備を図ります。また、子育て支援と人材育成を

目的として、学校図書館への司書の増員を図り、児童生徒などが利用しやすい体制をつくります。奨学金

につきましても返済を全額免除する制度の新設等を実施いたします。これまで進めてきた保育料２人目無

料化、土曜日午後保育や医療費の助成などの取り組みは平成29年度、子ども若者課で評価、検証を行い、

子育て支援のさらなる充実に向けて検討を進めます。
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続いて、行政組織と運営についてです。副市長２人制につきましては、迅速かつ的確な意思決定、活気

ある行政組織を実現するために採用させていただきました。これにより、以前より課題把握や情報共有、

風通しのよい組織環境に変容してきたと考えておりますが、不祥事が続いている点については反省し、組

織の統制を強化していきたいと考えております。

部制による組織改編ですが、５つのグループが連携を図り、縦割り行政からの脱却と政策立案の強化、

業務執行の迅速化を目的に行ったものであります。

最後に、特定有人国境離島特別措置法についての県との関係についてであります。現在特定有人国境離

島特別措置法第10条に基づく都道府県計画を策定し、３月６日からパブリックコメントを行っているとこ

ろであります。

なお、県計画の策定に当たりましては、佐渡市の方針を基本に県と市で担当部門ごとに協議し、策定さ

れたものであり、佐渡市の方針がしっかり反映されているものと考えております。

私からの答弁は以上でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 市長の今の話を聞いておりまして、チャレンジ元年という、この表題、いま一つ具

体性に乏しいように私は聞こえるのです。もう一度この表題に対して、いわゆるチャレンジというのです

から、何をどう変えていくのかということ、そして中長期計画、どういうことを目指していくのかという

ことをちょっと触れていただけませんか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 平成28年度までの現状の予算組みの内容について、この平成29年度の予算組みへ向

け、細かい部分について全ての課の全ての予算について、ちょっと時間をかけて吟味させていただき、こ

れまでの効果があったかどうか等も検討しながら、必要なもの、不要なものを切り分けさせていただきま

した。その意味で、予算組みの考え方そのものをこれまでとはある意味方向を変えさせていただいており

ます。さらに、これまで予算そのものの金額よりも、この平成29年度につきましては平成30年度以降の実

施へ向けて、農業政策など第１次産業の再生及び観光の振興等へ向けてきっちり、骨格のある骨組み、計

画プランをつくるということを非常に重要視しております。それがなくて、ただ予算をつけてこうやって

みる、ああやってみるではなかなか成功には結びつかない、効果があらわれないというふうに考えており

ます。その辺のところを今までの考え方を一旦外して、一からしっかりスキームづくりをするスタートの

検討の年であるということも含めてチャレンジ元年とさせていただいた次第でございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 少し時間の関係もありますので、質問順序を変えて質問させていただきます。

特定有人国境離島特別措置法、これについては、市長は活用しながら取り組みをするという話と、それ

から今話を聞いておりますと、先般議員全員協議会で説明を受けた、これに関する計画、これがパブリッ

クコメントを経て県の計画だというふうに今聞きました。あれっと私は思っているのです。これ中心には、

いわゆる交付金の部分のものしかのっていないような気がするのですね、ほとんど。ですから、私が最初
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に聞いたのは、この特定有人国境離島特別措置法の根幹をどのように理解されているのですかと聞いたの

です。この根幹をどのように理解されておりますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〔「これは市長です。あなたがすることない」と呼ぶ者あり〕

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 今回の特定有人国境離島特別措置法につきましては、議員立法として制定されまし

た。その基本的な考えとしましては、国境沿いの離島等を無人島にしないで、健全な形で島を存在させる

ことで国防も含めた安定を保っていくというのがスタートというふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 市長、この法律は航路運賃を安くしたり滞在型の観光でやる、これも最後に１つつ

いていますから、この根幹は国土保全です。このことを抜いて、この法律は語れない。今市長は、これは

県から国に上がっていったら、これを国が認めたら、佐渡市はこの方向でしか動かないのです、10年間。

そういう形なのです。今きちっと法律を理解をして対応しなかったら何にもできませんよ。このことにつ

いては、佐渡市の三浦市長が汗をかいてこの予算を獲得したのではない。佐渡市が政治力を駆使したわけ

でもない。行政力を発揮したわけでもない。これは全て棚からぼた餅です。ほかの県の方々が今まで時間

をかけて積み上げてきて、最初にこれで行こうと言ってきた。長崎県や鹿児島県の人たちが汗かいたので

す。新潟県が汗かいたわけではない。これは棚からぼた餅の予算です。もう少し法律をきっちり見てくだ

さい。

総合政策監、この法律どういうふうに明記されておりますか。頭からきちっと読み上げてください。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） ご説明いたします。

特定有人国境離島特別措置法の第１条に目的の規定がございまして、読み上げさせていただきます。「こ

の法律は、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国

境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持す

るため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を

講じ、もって我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に寄与することを目的とする」と規定されており

ます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 今、市長聞いたとおりなのです。そして、その後、条項別にずっと出てきて、これ

は空港も港湾も漁港も道路も、そういうものをこの法律の中で離島を維持するためにつくり上げていこう

という根幹なのです。そこをよく理解をしてください。

それでは、総合政策監、この法律で港湾、漁港、道路、空港をつくったら国の補助率はどうなりますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） ご説明いたします。
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今議員おっしゃられました補助率については、この特定有人国境離島特別措置法によって何かかさ上げ

されるということはございません。法律には整備に関する努力規定はございますけれども、制度のかさ上

げ等はないというふうに認識しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君）総合政策監、もうちょっと正確にしてください。10分の9.5でしょう、この道路、港

湾、これは指定を受けたもの。そして、国土交通大臣が内閣総理大臣の認可を得れば10分の10です。これ

ちゃんと書いてあるではないか、読んでください。そういう趣旨の国土保全をするという法律をきちっと

見て、まずどうするかという計画を立ててください。これ運賃だけの法律ではないのです。そこのところ

を間違わないでください。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） ご説明いたします。

少なくとも私、今回の法改正によって、補助率のかさ上げがあるという認識はございません。恐らく今

回成立をする以前に、違った条文で検討されていた段階においては沖縄振興特別措置法並みの補助率のか

さ上げということが、その条文の素案の段階ではあったというふうに認識しております。それが恐らく今

議員おっしゃられた10分の9.5だと思いますけれども、国会で成立をした特定有人国境離島特別措置法に

つきましては、その条項というのは盛り込まれておりません。あくまで国、地方公共団体のインフラ整備

に関する努力規定のみで、その結果、補助率のかさ上げというのは制度化されていないというふうに私は

認識しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） これ総合政策監、もうちょっと正確に情報収集してください。今、この間も私、特

定有人国境離島運賃低廉化検討特別委員会を見てきました。もうきちっと前提でやっているのだから。

それで、今航路運賃などの交付金の要綱をつけたのは一番最後なのです。そういう形でついてきたもの

なのです。ですから、今私が言ったものを放棄していない、やるのです。もうきちっと積み重ねておりま

すから、そこのところはあなたはこれから帰るわけだから、きちっとそのことを調査して、連絡してくだ

さい。そうしないと、この話は進まない。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池町総合政策監。

〇総合政策監（池町 円君） ご説明いたします。

インフラに関するかさ上げがあるのかないのかというのは、念のために総合海洋政策本部のほうには私

が国のほうに戻る前にきちっと確認をして、ご連絡させていただきたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 市長、今県に上げる案をこの間も私ちょっと指摘をしましたが、佐渡市の要望も入

れて県の方針がまとまってきたといって説明を受けました。これでは困ります。きちっと私が述べた空港

にしても、この法律でいくことが一番私は有利だと思っているのです。今は一番やりやすいと思っている
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のです。港湾にしてもそうなのです。ですから、この根幹、何があるかといえば、離島ですから、緊急事

態のときに大型の輸送船が着岸できるもの、自衛隊の輸送機が離発着できるもの、ここが精神なのです。

午前中ですか、港湾の話も出ておりました。両津港の港湾というのは今の場所ではなかなか難しい。これ

は総合政策監、よくわかりますけれども、懐が狭過ぎて、防波堤がある、あの防波堤をとれないのです。

国はつくったものは壊さないというのが根底にありますから、災害のとき壊れたのは災害復旧なのです、

復旧するだけなのです。ですから、そこのところが非常に厄介で、では水深12メートルを持つ港がどうで

きるのか、それができなければ大型のクルーズ船は着岸できないではないですか。そういうことを含めて

どうするのかということを検討しながら、この法律を活用するのです。そこのところの研究が全くできて

いない。少なくとも市長は協議会も立ち上げないで、もしパブリックコメントをやったとしたら、これは

やはりちょっとルールを逸脱していませんか。県や県議会や市議会や有識者や民間の方々と協議をした中

でパブリックコメントというのを立ち上げるのではないですか。今話を聞いたら、出したという、上げた

と、これが県から国に上がっていくものだというのです。こんな話ありませんよ。これはもう一度私は考

え直すというか、やり直すというか、方法があれば、これは５年で見直すことには一応なっています。ど

ういう形で物を挿入していったり、佐渡の思いをきちっと盛り込むのか、そこのところは市長、どうしま

すか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 先ほど来、総合政策監のほうからも説明させていただいていますように、今回４月

１日から施行される特定有人国境離島特別措置法の中身については、祝議員ご指摘いただいている部分に

ついては該当範囲に入っていないと考えております。これは国土交通省サイドにも何度も確認もしており

ます。あくまでも今回施行される特定有人国境離島特別措置法の中で対応可能な部分についての計画を県

とともに策定させて、県でこのほどパブリックコメントを出したということだと認識しております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） そこはもうちょっと確認をしてみてください。

そこで、今私が指摘したように、手順が違いますよね。あなたは、いつもボトムアップだと言うけれど

も、ボトムアップではない。これは独裁です。もう少し踏むべき手順はきちっと踏む、その中で知恵も出

てくるのです。それだけはきちっと頭に置いてください。

そこで、話を佐渡の経済状況に移しますが、市長もＲＥＳＡＳを持ってきて、そして話をしていますが、

このＲＥＳＡＳの見方を市長が見ている見方とちょっと私大きく違うわけではないのだろうけれども、市

長は2,774億円を起点に話をされておりました。その中で、島外に出ていくものはどうだというふうな話

をしていました。これを計算すると、39.2％が市長が言う主張で島外に出ていくもの。そして、この中に

は島外へ行って不動産を購入したり、それから佐渡の企業が島外で営業活動をしたりという部分が全部含

まれているのです。ですから、私はある意味で39.2％というこのものは、仕事をすればメーカー製品が必

要であったりしますので、それほど大きく取り上げることではなくて、私はむしろ消費も含めて1,888億

円のところを起点にして考えてみたいのです。これは我々会社でいう粗利に当たるものです。ですから、

非常に近い。そこで、先ほど私がお伺いしたのもここを聞きたかったのですが、佐渡の産業構成というも
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のはどういう比率になっているのか、３本の柱というのはどんなものなのか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋産業振興課長。

〇産業振興課長（市橋秀紀君） ご説明いたします。

平成25年度の資料になりますが、佐渡の総生産としては1,981億円、その中で第１次産業、第２次産業、

第３次産業がございます。第１次産業としては91億円、約4.7％が総生産ということになります。第２次

産業については380億円ということで19.8％、そして第３次産業については1,431億円ということで74.6％

になっております。

以上です。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） そうすると、農林水産の第１次産業のところで4.7％の構成比だということ。これ

佐渡市の予算にすると幾らになっていますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 池野財務課長。

〇財務課長（池野良夫君） ご説明いたします。

ことしの予算469億円に対して4.7％ということで22億円になります。

〔「違うんじゃないの。農林水産業費そんなに低くないじゃない」と呼ぶ者あ

り〕

〇財務課長（池野良夫君） ご説明いたします。

ことしの予算になりまして、469億円のうち農林水産業費は約43億円となりますので、１割弱ぐらいに

なります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） この農林水産業費はほとんど第１次産業でしょう。ほかのものが何か加わっていま

すか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 伊藤農林水産課長。

〇農林水産課長（伊藤浩二君） ご説明します。

言われるとおり、ほぼ第１次産業の分だけです。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） そうすると、第２次産業の部分がこの中では商工費に入っているのかな、第３次産

業と一緒になって入っておるのかな。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋産業振興課長。

〇産業振興課長（市橋秀紀君） ご説明いたします。

商工費の中には第２次産業と第３次産業が一緒に入っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。
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〇19番（祝 優雄君） そうすると、第１次産業の総生産額見て91億円ぐらいですよね。それから、第２次

産業が311億円ほど、これがまた４億2,000万円ほどＲＥＳＡＳの統計では伸びているのですね、ただ１つ

だけ伸びている。これも後でちょっと聞かせてもらいますが、そうすると第３次産業の部分、これは総生

産額で幾らになりますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋産業振興課長。

〇産業振興課長（市橋秀紀君） ご説明いたします。

1,431億円になります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 今産業振興課長が言った、これ第１次産業と第２次産業、一緒にした部分ではない

のかな。第２次産業と第３次産業の総生産額が1,811億円、これが構成比でいうと94.4％なのです。そし

て、ここの商工費予算が15億円しかない。総生産で1,811億円持っている、雇用も持っている、税負担も

持っている。このところが15億円しかないのです。しかも、昨年からの比で0.1％落ちている。そして、

第１次産業91億円の総生産額のところの農林水産業費が43億円。これは予算の配分比率として、私はちょ

っとおかしいのではないのですかというふうに思うのです。これは市長、どういうふうに見ますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 渡辺総合政策課長。

〇総合政策課長（渡辺竜五君） ご説明いたします。

総予算、これにつきましては、もちろん人件費の数も違います。それで、もう一つ大きな要素として財

源内訳の部分でございます。国県支出金が農林水産業費の場合、47.8％ほど入っております。すなわち、

国の施策として大きな部分が占められておりますので、そういう形で農林水産業費がふえているというと

ころが大きなものかというふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） これ市長、第２次産業の４億2,000万円を前年対比で伸ばしてきた、これはすごい

ことなのです。総生産額で311億円のところです。これは何があるかというと、ＩＣＴの関係もあります。

精密機械のところもあります。これのほとんどが多種品目、品目が多くて小ロットなのです。それを受け

ていくという技術力を持った生産がいるのです。その人たちが一生懸命稼いでくれている、これが伸ばし

ている。ここで何が一番重要かというと、今回ちょっと手当てをしましたけれども、輸送費なのです、輸

送コストなのです。ここの資源を目に見える形で私はやらなければならぬと思うのですが、市長、どうで

すか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 今回４月から特定有人国境離島特別措置法が施行されるのに準じまして、これまで

戦略産品として輸送コストの低廉化、貨物コストを低廉化していた部分から農林水産品を移行できました

ので、佐渡の精密機械等の工業品もそちらのほうの低廉化コストのほうの範疇に組み込む予定になってお

ります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。
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祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） これはもっともっと支援をしてやってください。国産ジェットの部品をつくってい

るところもあるのです。ですから、それだけのハイレベルのものを持ち合わせているわけですから、やは

り対応はしっかりしてやっていただきたいなというふうに思います。

そこで、私、今商工予算の話をしました。15億円しかない。比率からすると3.3％しかない。農林水産

業費の約３分の１です。そして、ここで稼いでいるのが1,800億円ぐらい稼いでいる。だとすると、やは

り何か方法を考えなければならない。そこで、私ちょっと分析をしてみたのです。そうしたら、人口減少

による消費減少、これに当たりました。佐渡島内の家計調査で見ると、島内で１人当たり消費するのが年

間で118万1,000円の消費をする。それが平成17年から平成28年までの間に１万1,195人減っているわけで

す。そうすると、額にして132億2,100万円の消費減少なわけです。経済マーケットが小さくなっている。

これでは商店街が立ち行くわけは絶対ありません。ここの手当てをどうするかなのです。この予算の計上

から全くそういうものが見えないのです。そこで、直近で私調べてみたのです。平成28年１月１日から平

成29年１月１日まで、1,065人減少しています。そうしますと、12億5,800万円がその間に減ったのです。

市長、これを何とかしませんか、どうですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 今議員ご指摘の消費減等々の数字については、私のほうで持ち合わせている数字で

はございません。その辺のところも含めて、いろいろ研究しながら考えさせていただく材料にさせてもら

いたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 考えさせてもらうでは間に合わないのです。この当初予算にどう反映させるかとい

うことをやってもらわなければ困るのです。これはどうなのですか、市長。補正を組みますか、臨時議会

でつけますか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 今定例会に提出させていただいております当初予算については、そのままの形でお

願いしたいと思います。補正予算につきましては、今後、今ご指摘の点も含めて、要するに即効的な、効

果的な策等々、手当ての仕方があるやなしやも含めて検討させていただいた上で、もし必要と判断するも

のが生ずれば、そのときに補正予算を議会にもお願いしたいという考えでおります。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 市長、もうちょっとスピード感を持ちましょう。これだけの職員を抱えているので

す。そして、２人の副市長がいるのではないですか。予算編成のときのアイデアが出てこなければ、こう

いう形でいきましょうよと、こういう調査が出ているよと、これは私どもよりあなた方のほうが資料をい

っぱい持っているではないですか。そこで対応しないでどうするのですか。これから考えますという体制

ではないでしょう。ここはきちっと対応してください。これは緊急経済対策、市長、やりますね。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。
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〇市長（三浦基裕君） 今予算は、こちらの執行部側内部でさまざまな材料も含めていろいろな観点から練

り上げさせていただいたものであります。議員が今ご提案いただいた数値についての考え方は、今回の予

算の中には反映されている形の元データにはなっておりません。ただ、それ以外の部分でさまざまな角度

から検証させていただいた上で練った予算でございます。その意味では、今回の予算をまずしっかりと遂

行することが大事だと考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） もう本当に悲しいです。市長、１年間やっているのですから、この予算書をつくる

ときに、そういうことを組み合せながら、俺は佐渡づくりをどうするのだということをやってください。

全く出てきていない。

私から１つ提案しておきます。今までも何度かやりましたが、もう即効性という、今すぐやるには余り

知恵がありません。そこで、30億円のプレミアム商品券をやる。これはリフォーム事業なんかも今まで経

済対策でやってきましたよ。そういうものも全て組み合わせて知恵を出して、どういう方法でやるのがい

いのか、そういう形で10％のプレミアムなら３億円あればいいのです。３億円プラス経費です。そういう

形で積み上げることをしませんか、どうですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 一つの提案として承りたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） こういう話をしたときに、俺はこういう考え方をしている、これのほうがずっと効

果があるということをあなたは言わなければだめなのです。

それでは、ここで何をするかといったら、観光事業で外貨を獲得する以外にありません。時間もありま

せんので、観光で消費をする、これちょっとと私は思って見ているのですが、宿泊客で１人当たりが５万

819円お金を落としていく。日帰り客で２万2,122円落としていくのです。１人当たりの平均で３万

6,500円、この経済効果を持っている。そこで市長、10万人増強するという運動、計画を展開しませんか。

10万人ふやすのです、どうですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 平成29年度におきましても観光振興課で前年比このぐらいのプラスという目標は立

てております。単純に10万人増員という、ただ目標だけを立てても、その裏づけ、戦略も含めたものと兼

ね合いになりますので、ただ数字だけをぶち上げるというふうには考えておりません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） では、悪いけれども、何やるのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 大橋観光振興課長。

〔「議長、これ私会派のときにまた話をしますけど、一般質問を市長とやって

いるのです。数字なら担当に説明させなさい。政策でしょう。これは市長
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が答えるべきですよ。だめだよ、そんなの」と呼ぶ者あり〕

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） さまざまな形で幾つか来年度の佐渡版ＤＭＯ編成へ向けて、平成29年度としては滞

在型旅行商品、着地型の旅行商品の開発をしようというふうに考えております。その詳細につきましては、

担当課長のほうから説明していただきます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 大橋観光振興課長。

〇観光振興課長（大橋幸喜君） ご説明いたします。

平成29年度の大きな事業としましては、特定有人国境離島特別措置法の地域社会維持推進交付金を活用

しまして、体験、それと宿をセットにしまして、そこにジェットフォイルの往復を加えることによって、

ジェットフォイルの運賃が島民並みにできるという制度でございます。これを平成29年度に実施したいと

いうふうに考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 予算説明のときも私話をしましたが、これ13億幾ら、佐渡側も含めて予算を盛って

いますよね。これで佐渡側を外してもいいですが、何人のお客さんを呼ぶのですか、そこが大事なのです。

予算額ではないのです。これで何人を呼ぶことにするのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 大橋観光振興課長。

〇観光振興課長（大橋幸喜君） 今ほどの説明の事業では、１万人を誘客することを目標にしております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） だから、これは市長が答えるのです。正確に、この予算をつけて、この事業を展開

するためには、結果は何人呼ぶのですと。それでなければ何にもならぬのではないですか。今言うておる

のは、市長は組織をつくるというのです。組織をつくってから動き出すのでしょう。では、ことしはそれ

で何人お客さんを呼ぶのだと、来年はどうするのだということをきちっと話をしてくれなければだめです。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 今観光振興課長が言ったように、今回の新たな商品開発部分につきましては、１万

人の増客を想定しております。組織をつくるのは来年度であります。来年度へ向けて佐渡版ＤＭＯの組織

づくりの詳細は平成29年度に検討するわけでございます。来年度以降の目標値等々の設定もその中で決ま

るものと思っております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） ちょっとはしょります。

佐渡市で事業を展開して成功した例が１つあるのです。これは新潟発のカーフェリーを片道1,000円、

往復で2,000円という事業をやった。あのときだけ観光客がふえた。この詳細を報告してください。

〇議長（岩﨑隆寿君） 大橋観光振興課長。

〇観光振興課長（大橋幸喜君） ご説明いたします。
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今ほどの事業につきましては、平成21年度に実施したもので、これは５月30日から７月26日までの土日

祝日、合計19日間を片道の乗用車の航送料を1,000円にするという事業でございました。これにつきまし

ては、乗用車につきましては約２万5,000台、その期間は割引を適用したということで、観光消費額は約

８億7,000万円、そして生産波及効果額は約10億1,000万円というふうな結果になっております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） その数値を今回のＲＥＳＡＳの計算方法でやりましたら、10億円余りの効果が出て

いる。とり方もあるでしょうけれども、そういう効果を持つということですから、市長、これをベースに

して、きちっと次の手だてを考えませんか、どうですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 今ほど車の航送運賃1,000円という部分について、お客さんがふえたのは私も知っ

ております。ただし、それが逆に期間限定でございました。その後、また通常料金に戻ることでその反動

が出ているのも事実でございます。その意味では、恒久的にやれる割引ならいいのですが、あくまでも期

間限定というものでありますので、いろんな観点から検証していって、トータルの費用対効果も含めたも

のを考えながら施策は打たなければいけないと考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） ここはこれ以上言いません。ちょっと時間がないので、はしょります。

市長が今農業政策に非常に力を入れている。先ほど私は言いましたけれども、総生産額に対して43億円

余りの予算をつけて対応していく、これはこれで私は反対はしないのです。一生懸命やっている。もし佐

渡が耕作条件が合って、市長が目指すようにうまくいくのであれば、そこでやるためには観光消費250億

円ぐらい上げます。市長が目指す農業支援で、いつになるとこの観光消費に匹敵する250億円を稼ぎ出す

ようになるのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 済みません、いつになると250億円という数字に達するかどうかについて、ここで

明快な回答は持ち合わせておりません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 支援をしたり事業を立てるというなら、そこまでやってください。そんな中途半端

な話ではだめです。

そこで、これは私が非常に衝撃的な刺激を受けた事例なのですが、一村一品運動というのがはやってお

りました。これは大分県からだと言われているのです。これは平松守彦元県知事さんから直接私が聞いた

話ですから。「これにはモデルがあって、大山村の矢幡治美さんという大山農協の組合長がモデルなんだ

よ」ということを言われて、私も平成３年に初めて紹介をいただいて、もう村ではなくて町になっており

ましたが、大山町長さんにお会いをしました。そこで、初めからやっぱり衝撃的な状況があるのです。町

役場の前に行ったけれども、看板がないのです、町役場という。これはどうなのかなと、ここが本当に町
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役場かな。それで、大山町長さんにお会いをして、「町長さん、これ看板がないのはどういうんでしょう」

と話をしたら、にやっとしまして、「住民の役に立って初めて役場だと、役に立って初めて役場の職員だ

と。まだ役に立たないんだから、看板をかけないんだ。これは提唱者の矢幡さんの戒めのようなものです」、

こういう言い方をされました。

そして、私がここに行った、これはちょうど昭和32年か昭和33年かな、そのころ私がラジオで聞いたの

です。これ番組がちょっと不安定なのです。朝の「明るい農村」という番組だったような気がする。そこ

で、「梅栗植えてハワイに行こう」というキャッチフレーズ、昭和36年です。我々からすれば、憧れのハ

ワイ航路です。その事業展開をしたわけです。当時は米づくりだけれども、俺のところは高地で米は平地

の半分ぐらいしかとれない。そこで、米の３倍以上とれる作物を探せといって探した。そこで、この村に

合う、そして繁忙期が重ならない、それで梅と栗にした。そこで始まっていくわけです。

そして、この間、私確認をしましたら、「いろいろあったけれども、現在農家の平均収入が1,200万円に

なったよ」と、「2,000万円を超えた農家もあらわれてきているんだよ」と、こういうふうに言われました。

そして、これは私は３回目に行ったときに、せがれさんにお会いをしたのです。そこで聞いた話ですから。

実はこの話にはもう一つあるのです。それは、４日働いて３日休むというスタイルだったのです。この運

動とセットでやったのです。矢幡さんは、アメリカの状況をつぶさに研究をした結果、物は豊富だけれど

も、必ず公害や人間関係でコミュニティーは崩壊する。我々が目指すべきは、生産性は高齢化するから落

ちてくるけれども、高い文化を楽しみながら生活ができるヨーロッパ型を目指すべきだ、そのためには４

日働いて３日なのだ、これが梅、栗とセットだったというのです。これも衝撃的でした。それが今こうい

う形であらわれてきているわけです。

それから、もう一つの成功例は、皆さん方ご承知の北海道中川郡池田町です。この方も、また独創的な

人でした。丸谷金保さんという方です。驚くなかれ、この人は旧日本社会党の参議院議員だった。この方

が町長になって、例のワインの池田町を仕掛けたわけです。私が言いたいのは、こういう形で将来性を見

通して、きちっとした考え方に基づいて事業展開ができるものでなければ、村づくりや地域づくりはでき

ないということなのです。この信念と眼力と行動力が要るということです。私が今ここで思いを語らせて

いただきました。市長、あなたの島づくりにかける思いをしっかり語ってください。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） いろいろ参考になるご意見、例を出していただき、ありがとうございます。私自身、

施政方針等でも言わせていただきました、議員からすれば具体的ではないと言われるかもしれませんが、

平成29年度につきましては、特に農業政策については、全く新たな今後の中長期計画への再スタートの原

点のスキームづくりの年度だと考えております。その中におきましては、補助金、就農支援等々、あの従

来型の支援政策ではほぼ結果に結びつかないという判断がございまして、従来型から完全に脱皮した全く

違う視点からの新たなスキームを１年かけてしっかり練って、その上で平成30年度以降の段階的な具体策

につなげていきたいというふうに考えております。その意味では、今ご指摘いただいた部分を含めて、さ

まざまな成功例も当然参考にしなければいけないでしょうし、その辺につきまして、これまでこうだった

からということを一切外して、これからどうすべきか、どうすることが冒険も含めて可能性を求められる

のかということで検討させていただきたいと思っております。
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〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） もう少し熱く語ってください。佐渡島民は島づくり、地域づくりをあなたに託した

のですよ。俺は、10年でここまで持っていくぞと、20年はこうだぞと。やはり、矢幡さんのような展望を

市民に示さない限り、市民はついてきません。

大山町、これはもう日田市に編入されておりますので、大山地域というところです。これは別府市に近

いところで、私も３回とも行くたびにいつも刺激を受けてくるのですが、そういうしっかりとした目線に

基づいたリーダーシップを発揮してくれたリーダーがいた、そこでこういう地域づくりができている。そ

して、ほとんどの地域住民がパスポートを持っていると。２冊、３冊持っている人がいっぱいいるのです。

こういうふうに言われました。これは、やはりきちっとした方針で地域づくりをしてきた結果です。これ

は、やはり市長、ここはきちっとしたものを見せて、そして語って、そしてみんなと一緒に島づくり、特

にあなたは農業を中心にやるのだといってこれだけの予算をつけているわけですから、私はそれを否定し

ない。しかし、それをどう生かしていくかということは語ってください、そういうことなのだ。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 農業につきまして、予算については前年と大きく変わっているわけではございませ

ん。あくまでも平成29年度は、今祝議員がご指摘のように、しっかりとした将来的に向けた農業再生のス

キームづくりの年間というふうにこちらは考えております。私はほらを吹くことができないものですから、

申しわけありませんが、あくまでも市民の皆様にお示しできるスキームをしっかり策定した上で、こうい

う計画、こういう目標というものをはっきりと打ち出させていただきたいと思います。現状、その計画を

新年度において練ろうと考えているわけでございますので、今単純な打ち上げ花火を上げることは自重さ

せていただきたいと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） そこで、最後になりますが、子育て支援、これも市長は大きな柱を掲げています。

これ私は冒頭でも述べたように、子育て支援というのは人への投資ですから、やるべきときはどんどんや

るべきだと思っている。今がそのときだろうと思うのです。合計特殊出生率も佐渡の場合は1.8ぐらいで

すか。これを、では２にする、３にする、こんなことはできないのです。しかし、ここの子供たちは我々

の財産です。その子供たちに所得制限をつけて、そして園児や学童の支援をするというのは、これは私は

いかがなものかと思う。これは議論があるのです。高額所得者のところほど優遇されるのではないかとい

うけれども、この子育ては我々全体の宝です。国民の宝です。360万円なんていう所得制限がありますけ

れども、これは外して私はやるべきだと思いますが、どうですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 市橋社会福祉課長。

〇社会福祉課長（市橋法子君） ご説明いたします。

今ほど議員お話しのありました360万円、国の施策でございますけれども、佐渡市におきましては所得

制限を設けず、子供たちに対して実施をしております。

〔「なくなったの」と呼ぶ者あり〕
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〇社会福祉課長（市橋法子君） 国の施策につきましては360万円の制限がございますが、佐渡市が実施し

ている施策については、所得制限はございません。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 私は、基本的に全部なくしたほうがいいと言っているのです。これは市長、笑い事

ではないのですよ、子育てというのは。

それで、中村議員がずっと一生懸命やっていますよ、学校給食どうするのだ。これは私も学校給食をず

っとやってきたこともあるものですから、内容はよくわかっている。非常に難しい。これは法律も各省庁

にまたがっている。米も違う、牛乳も違う、おまけにメニューをつくるのは県の職員です。本当に全くお

かしいのです。おかしいのだけれども、私が今制度をどうこう言ったってしようがない。しかし、我々は

中村議員が言うように、学校給食費無料化ということもできるのです。市長、子育て支援のところで検討

したことがあるのですか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 子育て支援絡みでは、さまざまな部分で検討させていただいております。例えば今

議員ご指摘の学校給食費無料化ということになりますと、もし義務教育間、完全無料となりますと、現状

の概算で年間２億2,600万円ほどのコストが恒常的にかかるということになります。それ以外に、一部第

３子以降とかそういうものも含めて試算はさせていただいておりますが、例えば佐渡市がこの平成29年度

から実施します、大学、専門学校への奨学金、条件つきではありますが、全額免除型のものを新設する、

これについても年収制限等をつけておりませんし、先ほど社会福祉課長がおっしゃいましたように、国が

設定している360万円の条件を我々が撤廃することはできません。ただ、佐渡市としてのもろもろの支援

制度について、今後拡大するにおいても年収制限等々は基本的にはつけない方向で考えようと思っており

ます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 国の制度は制度なのです。しかし、それを違う方向でやる知恵は幾らでもあるでは

ないですか。特に学校給食については、今２億円余り、こんなものつけてあげなさいよ。

もう一つは、学校現場は煩雑さがなくなる。今はどうしているかというと、あれは公会計ではないので

す。ですから、学校の教職員が預かって対応しているのです。ですから、例えばそれができないのであれ

ば、学校給食を公会計にする、そして職員を配置する、これはできませんか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 吉田学校教育課長。

〇学校教育課長（吉田 泉君） 以前祝議員のほうからその指摘があった際に、他市の状況をちょっと調査

してみました。実際問題、県内では４市が公会計に移っておりますが、ただし徴収の方法につきましては、

これまでどおり学校が保護者から徴収して、それを市の会計に入れると、そんな仕掛けをとっておりまし

て、当然歳出予算にのせて議会の予算審査を受けたり、決算の認定を受けたりしておりますけれども、そ

ういったやり方は県内でも今のところ公会計にしたとしても、これまでどおりのいわゆる保護者からの徴

収の仕方ということになっております。
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以上です。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） これは専門の職員を配置して対応すればいいのです。ですから、今は学校が事務部

門を扱っているわけでしょう。そこのところを佐渡市が対応するという形をとればいいので、学校現場の

煩雑さもなくなってくる。私は、そういうことも含めて、最初の手順として市長、どうですか。これを検

討してみませんか。きょうあすやるのではなくて、まず検討してみると、そこから始めませんか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 給食費の問題だけでなく、例えば第２子以降の保育料・授業料無料化についても、

現状第１子が小学生までとかというくくりも今はついております。その辺の撤廃を提案いただいている議

員さんもいらっしゃいます。それも含めて、全ての子育て関連に関しては、いろんな部門をいろんなとこ

ろで現状検討しており、何から順番に手をつけるべきかという話し合いは常に続けております。これから

検討をするのではなくて、今数字でお示ししたような内部資料でも検討は続けておりますので、常にその

中から一つ一つ判断していくということでございます。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 私が提案しているのは、すぐ無償化に持っていくというのは難しいのであれば、こ

れを公会計にしてしまうということをまずやったらどうなのですかという個別の提案をしているのです。

いっぱいことの中で協議する、議論するではないのです。こういう形にしたほうがスムーズなのではない

のですかと。一般会計ではないもののお金を現場が預かっておるというのは、ここはないけれども、不祥

事も出てきているわけですから、そういうことをなくすることをまずやってみて、すぐにどういう方法を

とるかというところへ行くべきだと思うのですが、どうなのでしょうか。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。

〇市長（三浦基裕君） 今その会計処理の部分も含めて、それはさまざまな観点、課題、懸案等も含めて検

討した上で、よりベターなものを見つけていくという作業になるかと思います。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） さまざまというのは何もやらぬということになる。

そこで、最後に私、きょう出てくるときに市民の方から電話をいただきました。「あなた、一般質問き

ょうやるんだそうだが、これだけは聞いてくれや。市長がよく費用対効果というけれども、費用対効果を

しっかりしなきゃならんのは副市長の２人制じゃないか。これを市長にただしてくれ」と言われたのです。

これは、やはり私は市民にも関心のあるところなのだなというふうに思って承ってきました。ですから、

私は書きつけも何もないのですが、そういうふうに言われたのですが、これは組織の改編等含めて、市長

はどうですか、先ほどの話ではなくて、対応をもうちょっときちっと、副市長２人制はこういう形でメリ

ットがあって、こういうことを狙っているのですよと市民に説明をしてください。

〇議長（岩﨑隆寿君） 三浦市長。
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〇市長（三浦基裕君） 副市長２人制をお願いしてこういう形にさせていただいたのは私でございますので、

それが機能しなかった場合の責任は当然私がとるべきものと考えておりますし、副市長２人制にすること

によって、少なくともこれまでと比べて各課あるいは支所、行政サービスセンター、あるいは消防署と外

部との現状の状況把握等々も含めて、これまで以上にかなり詳細にやりとりができている部分はあると思

います。

ただ、最終的に、どこまで実際の結果としてしっかり改善できるかどうかというのは市民の皆様の判断

にもなると思います。そのためには、これが最終的に副市長２人制になったことで、こういう効果があっ

てよかったねと言われるべく、鋭意努力するのがこちらの務めと考えております。

〇議長（岩﨑隆寿君） 質問を許します。

祝優雄君。

〇19番（祝 優雄君） 副市長の２人制に対する評価、これは市長がやるのです。そして、市長の判断は選

挙のときに市民がやるのです。ですから、私はこういう形でと、もうちょっと具体的に副市長２人制のメ

リットを語っていただきたいなと思ったのですが、出てきません。これ以上は無理でしょうし、時間も経

過をしましたので、これで終わりにします。ありがとうございました。

〇議長（岩﨑隆寿君） 以上で祝優雄君の一般質問は終わりました。

〇議長（岩﨑隆寿君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次の会議は、あす午前10時から一般質問を行います。

本日は、これにて散会いたします。

午後 ６時１０分 散会


